
平成 23年度 

かすみがうら市事業仕分け 
 

日  時   平成 23年 10月 22日（土） 

           午前９時から 

場  所   かすみがうら市 あじさい館 

第１会場 （会議室１）、 第 2会場（会議室３） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴される皆様へ 

１．スケジュールの時間は、議事の進行により多少前後することがあります。 

２．手荷物貴重品は、各自で管理を行ってください。 

３．仕分け作業中は、静かに傍聴してください。会場への入退場・座席の移動は自由です

が、仕分け作業の妨げにならないようにお願いします。 

４．会場内での携帯電話は、マナーモードにするか電源をお切りください。 

５．施設内は、禁煙となっておりますので、定められた場所以外での喫煙はご遠慮くださ

い。 

６．仕分け作業の内容に対して、批評を加えたり、拍手やその他の方法により、賛成、反

対などの意向を表明しないでください。 

７．会場内に、傍聴者の意思を表明するもの（ノボリ・旗・プラカード・横断幕など）を

持ち込まないでください。 

８．傍聴者からの質問は、一切受け付け出来ませんのでご了承ください。 

９．今回の仕分けの結果が、市の最終判断となるものではありません。 

10．報道関係者が取材に入ること可能性があります。会場内の様子がテレビや新聞など

で紹介される場合もありますので、ご了承ください。 

11．その他、事業仕分け作業の支障となるような行為はしないでください。 

 

※これらの事項を守っていただけない場合や、コーディネーターや事務局の指

示に従がっていただけない場合は、退場していただくこともあります。 

※今後の業務運営の参考とさせていただきますので、アンケートにご協力をお

願いいたします。アンケートは投函箱へ投入してください。 
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平成 23 年度 事業仕分け対象事業タイムスケジュール 

 

開会式は 9：00 から、閉会式、講評は 16：３０から第 1 会場で行います。 

（第 1 会場）第 1 会議室 

 
 

事業番号 時 間 事 業 名 担当課 

1-1 9:10～９:５0 障害者福祉活動促進事業 社会福祉課 

1-2 9:55～10:35 畜産振興事業 農林水産課 

1-3 10:50～11:30 長寿をたたえる事業 長寿福祉課 

1-4 11:35～12:15 リサイクル推進事業 環境保全課 

1-5 13:20～14:00 下水道維持事業 下水道課 

1-6 14:05～14:45 青少年育成事業 生涯学習課 

1-7 15:00～15:40 道路維持管理事業 道路管理課 

1-8 15:45～16:25 公民館活動推進事業 霞ヶ浦公民館 

      
（第２会場）第 3 会議室 

  

2-1 9:10～９:５0 観光ＰＲ推進事業 観光商工課 

2-2 9:55～10:35 放課後児童健全育成事業 子ども福祉課 

2-3 10:50～11:30 恋瀬橋ロードパーク管理運営事業 都市整備課 

2-4 11:35～12:15 任意予防接種事業 健康増進課 

2-5 13:20～14:00 医療福祉事業（市単独事業） 国保年金課 

2-6 14:05～14:45 災害対策事業 総 務 課 

2-7 15:00～15:40 中学生海外派遣事業 学校教育課 

2-8 15:45～16:25 消防水利整備事業 消防総務課 
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仕分け人名簿 

第 1 会場                         （敬 称 略） 

役   割 氏   名 所属等 

コーディネーター 岡
おか

 田
だ

 直
なお

 晃
てる

 
東洋大学 PPP 研究センター 

リサーチパートナー 

仕分け人 

石
いし

 井
い

 正
まさ

 彦
ひこ

 
厚木市 病院事業局 

病院総務課 主幹（兼）財務係長 

染
そめ

 野
の

 憲
けん

 治
じ

 東京財団 研究員 

宮
みや

 下
しも

 量
とも

 久
ひさ

 (株)PHP 研究所 研究員 

長谷部
は せ ぶ

 英
えい

 司
じ

 札幌市総務局職員部  部長職 

島
しま

 田
た

  卓
たく

 光
みつ

 市民仕分け人 

初
はつ

 鳥
とり

 恵
けい

 子
こ

 市民仕分け人 

 

第 2 会場 

役   割 氏   名 所属等 

コーディネーター 露
つゆ

 木
き

 幹
みき

 也
や

 
小田原市 経済部 

産業政策課 課長 

仕分け人 

小
こ

 村
むら

 雄
たけ

 大
ひろ

 内閣府行政刷新会議事務局参事官 

山
やま

 根
ね

   晃
あきら

 
足立区福祉部 

路上生活者対策担当課長 

嶋
しま

 崎
ざき

 圭
けい

 一
いち

 
厚木市 福祉部 

福祉総務課 福祉政策係 主事 

内
ない

 田
た

 文
あや

 子
こ

 
株式会社ネットワーク 

第二システム事業部 

桜
さくら

 井
い

 美知子
み ち こ

 市民仕分け人 

小
こ

 嶋
じま

 秀
ひで

 和
かず

 市民仕分け人 

※コーディネーター及び仕分け人は、都合により変更となる場合もございます。 
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事業仕分けについて 

  (1) 目的 

「事業仕分け」は、市が行っている個々の事業を抽象論ではなく、必要性や実施方法を

公開の場で外部の視点から評価します。 

その事業に無駄がないか、さらに良い事業とするためにはどうすれば良いかなどについ

て、成果やコストなど客観的な数値をもとに議論を行い、事業を見直し、市民の皆様と

市政の情報を共有するものです。 

 

(2) 基本的な考え方 

現場の声や実情に基づいて、事業の必要性や、本来あるべき形を再考し、公開の場にお

いて、次の表の考え方に基づいて事業を評価します。 

 

 

 

 (3) その他 

かすみがうら市の事業仕分けを行うにあたっては、国や自治体において事業仕分け

をコーディネートするなど多くの実績がある「構想日本」の協力を受けて開催しま

す。  

 

 (3) 実施方法 

１事業あたり 40 分程度を目安として、公開の場で市職員が事業シートに基づいて

事業の概要等を説明し、仕分け人との質疑応答や議論を行います。 

その後、仕分け人と市民判定人が、「そもそも必要ない」「民間で実施すべき」「国・
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県・広域で実施すべき」「市で行うが改善すべき」「市で現行どおり実施すべき」な

どの評価を行います。  

 

 

各事業の評価結果は、当該事業に対する最終判断ではありません。 

評価の結果を尊重しつつ、市の内部で一つ一つ検証し活用していきます。 

(4) 作業体制（２班体制） 

コーディネーター 1名（「構想日本」のメンバー） 

仕分け人 6人（「構想日本」のメンバー4人、市で選んだメンバー2人） 

市民判定人 ２０人程度 （20歳以上の市民から無作為に抽出した1,000人の方に

案内状を送付し、参加者を募り、申込みをされた方にお願いします。） 
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対象事業の決定 

対象事業の絞り込みにあたっては、恣意（思いつき）や主観（個人的な考え）が入り

込まないよう、公正性を確保するために、客観的な基準を設定し、決定しました。 

 

対象事業抽出基準 

事務事業（３９２事業）のうち、 

事業費が５０万円以上の事業 

５年以上継続して実施している事業 

事業範囲・経費等について、市の裁量余地がある事業 

市で行う補助金審議会において調査をする案件を除く 

起債償還事業や法定受託事務事業を除く 

 

仕分け結果の活用 

「事業仕分け」を実施する目的は、外部の視点からの議論を通じて事業のあり方を

見つめ直していくことです。 

「事業仕分け」の結果は、市の最終判断ではありません。結果を参考に、各事業の

今後のあり方について検証を行い、現段階での市としての方向性を定めます。 
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1

事
業
仕
分
け
の
基
本
原
則

①
予
算
項
目
（
事
務
事
業
レ
ベ
ル
）
で
の
議
論

抽
象
的
な
議
論
や
結
論
で
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
、
で
き
る
限
り
細
か
な
レ
ベ
ル
の
事
業
を
対
象
に
議
論
す
る
。

②
「
そ
も
そ
も
論
」

過
去
の
経
緯
や
制
度
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
住
民
、
国
民
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
必
要
か
ど
う
か
、
必
要
な
ら
ば
ど
の
主
体
が
行
う
か
（官
か
民

か
、
国
か
自
治
体
か
）、
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
か
ら
議
論
を
す
る
。

③
外
部
の
視
点 現
場
の
事
業
内
容
や
予
算
の
使
わ
れ
方
な
ど
行
政
の
現
場
を
熟
知
し
た
外
部
の
識
者
、
経
験
者
が
、
仕
分
け
人
（評
価
者
）と
し
て
参
加
す

る
こ
と
で
、
従
来
の
行
政
内
部
で
の
議
論
で
は
出
て
こ
な
か
っ
た
論
点
が
生
ま
れ
る
。

④
全
面
公
開
誰
も
が
事
業
仕
分
け
を
傍
聴
で
き
る
よ
う
全
面
公
開
で
行
う
。

住
民
に
開
か
れ
た
場
で
議
論
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
論
の
緊
張
感
、
結
論
へ
の
責
任
感
が
生
ま
れ
る
。
ま
た
傍
聴
す
る
住
民
の
側
も
、
事
業

内
容
や
予
算
の
使
わ
れ
方
を
知
る
こ
と
で
行
政
に
対
す
る
的
を
射
た
批
判
や
信
頼
感
の
醸
成
、
そ
し
て
主
体
的
参
画
の
き
っ
か
け
と
な
る
。

⑤
「
事
業
シ
ー
ト
」の
作
成

事
業
の
目
的
や
事
業
内
容
・成
果
目
標
な
ど
が
具
体
的
か
つ
端
的
に
記
載
さ
れ
、
統
一
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
行
政
の
事
業
を
比
較
で
き
る
「事

業
シ
ー
ト
」を
作
成
す
る
。
事
業
シ
ー
ト
の
出
来
如
何
が
深
い
議
論
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
鍵
と
な
る
。

⑥
明
確
な
結
論 最
終
的
に
一
定
の
結
論
に
仕
分
け
て
い
く
。

公
開
の
場
で
一
定
時
間
内
に
結
論
を
出
す
こ
と
で
、
改
革
す
べ
き
内
容
が
住
民
、
国
民
に
と
っ
て
明
ら
か
に
あ
り
、
そ
の
実
現
に
直
結
す
る
。

ま
た
、
結
論
を
入
り
口
と
し
て
、
そ
の
後
の
内
部
で
の
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

⑦
事
業
仕
分
け
の
準
備
に
お
け
る
第
三
者
（事
業
仕
分
け
の
経
験
が
あ
り
、
利
害
関
係
を
有
し
な
い
機
関
）の
参
画

仕
分
け
人
の
選
定
や
公
開
の
在
り
方
、
事
業
の
選
定
を
行
政
の
み
で
行
う
と
、
意
識
的
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
「お
手
盛
り
」に
な
る
可
能
性

が
高
く
な
る
。
第
三
者
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
準
備
段
階
か
ら
緊
張
感
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
事
業
仕
分
け
の
成
功
の
基
盤
に
な
る
。

「
事
業
仕
分
け
」
で
は
、
“
原
則

”
を
し
っ
か
り
守
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
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2

事
業
仕
分
け
の
考
え
方
の
流
れ

仕
分
け
結
果
を
出
す
時
の
考
え
方
（
評
価
シ
ー
ト
を
書
く
上
で
考
え
る
順
番
）

過
去
か
ら
の
経
緯
は
「
事
業
の
必
要
性
」
と
は
別
の
こ
と


そ
も
そ
も
論
が
重
要
で
、
過
去
の
経
緯
や
し
が
ら
み
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
か
え
っ
て
市
民
の
立
場
に
立
っ
た
改
革

が
で
き
に
く
い
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事
業
仕
分
け
当
日
作
業
の
流
れ
（
市
民
判
定
人
方
式
）

結
果
に
つ
い
て
は
、
市
民
判
定
人
の
多
数
決

•
市
民
判
定
人
か
ら
結
果
に
つ
い
て
の
意
見
表
明

仕
分
け
人
の
結
果
も
公
表
す
る
が
、
市
民
判
定
人
に
よ
る
投
票
結

果
を
優
先
さ
せ
る

仕
分
け
人
の
議
論
を
聞
き
な
が
ら
、
市
民
判
定
人
は
「評
価
シ
ー
ト
」

に
結
論
・
意
見
等
を
記
入

仕
分
け
人
も
、
同
様
に
結
論
・
意
見
等
を
記
入

事
業

説
明

（
約

5
分
）

質
疑

議
論

（
約

2
0
～

3
0
分
）

評
価

（
5
分
）

結
果

解
説

（
１
分
）

テ
ー
ブ
ル

仕
分
け
人

説 明 者

コ ー デ ィ ネ ー タ ー

市
民
仕
分
け
人

仕
分
け
会
場
の
レ
イ
ア
ウ
ト

仕
分
け
作
業
の
流
れ

傍
聴
者

市
民
判
定
人

3

説
明
者
（
当
該
自
治
体
職
員
）が
、
事
業
の
要
点
や
事
業
シ
ー
ト
の
補

足
を
中
心
に
説
明
。
（仕
分
け
人
は
事
前
に
資
料
に
目
を
通
し
て
い
る

前
提
で
。
）

•
事
業
の
趣
旨
・
目
的
、
事
業
内
容
（目
標
、
期
限
等
を
含
む
）
、

成
果
、
課
題
な
ど

仕
分
け
人
か
ら
説
明
者
に
対
し
て
、
仕
分
け
の
判
断
材
料
と
し
て
の

質
問
、
議
論

•
趣
旨
・
目
的
の
是
非
、
達
成
手
段
と
し
て
の
妥
当
性
、
事
業
の

効
果
・
効
率
性
、
実
施
主
体
の
適
否
な
ど
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4

議
論
の
ポ
イ
ン
ト

事
業
仕
分
け
で
、
よ
く
議
論
に
な
る
ポ
イ
ン
ト

•
行
政
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
再
確
認
、
自
治
体
の
方
向
性
の
把
握

•
政
策
目
的
に
合
致
し
て
い
る
か
、
目
的
達
成
運
営
手
段
と
し
て
有
効
か

•
効
果
の
検
証
は
な
さ
れ
て
い
る
か
、
具
体
的
な
デ
ー
タ
で
確
認

•
適
正
な
受
益
者
負
担
か
、
受
益
者
、
地
域
の
偏
在
は
な
い
か

•
他
部
署
、
他
自
治
体
、
国
の
重
複
は
な
い
か
、
広
域
の
視
点
で

•
将
来
に
わ
た
る
費
用
を
フ
ル
コ
ス
ト
で
把
握
し
て
い
る
か

•
公
共
施
設
は
全
体
の
最
適
化
を
図
っ
て
い
る
か

•
出
資
法
人
等
へ
の
委
託
・補
助
は
適
正
か
、
民
業
圧
迫
が
な
い
か

•
市
民
の
自
立
を
阻
ん
で
い
な
い
か
、
依
存
型
市
民
助
長
で
は
な
い
か

•
信
頼
で
き
る
デ
ー
タ
、
根
拠
に
基
づ
い
た
検
討
を
し
て
い
る
か

日
ご
ろ
意
識
し
て
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
、
普
通
に
答
え
ら
れ
る
こ
と

10



5

参
考
：
「
事
業
仕
分
け
」
へ
の
よ
く
あ
る
疑
問
や
指
摘

よ
く
あ
る
疑
問
や
指
摘

疑
問
・指
摘
へ
の
答
え

「
わ
が
街
の
こ
と
や
過
去
の
経
緯
を
知
ら
な
い

よ
そ
者
に
、
ま
と
も
な
判
断
が
で
き
る
の
か
。
」

「
公
開
の
場
で
は
言
え
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で

は
。
」

「
短
時
間
の
議
論
で
結
論
を
出
す
の
は
乱
暴
で

は
な
い
か
。
」

「
『
不
要
』と
仕
分
け
ら
れ
た
の
に
翌
年
度
継
続

し
て
い
る
。
事
業
仕
分
け
の
意
味
が
な
い
の

で
は
。
」

○
自
治
体
は
同
じ
よ
う
な
事
業
が
お
お
い
。
他
の
自
治
体
行
政
経
験
が
長
け
れ
ば

問
題
を
熟
知
。

○
外
部
の
眼
が
入
る
こ
と
で
、
利
害
関
係
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
の
議
論

が
可
能
。

○
市
民
仕
分
け
人
、
市
民
判
定
人
な
ど
で
地
域
の
声
を
活
か
す
仕
組
み
を
導
入
。

○
税
金
の
使
い
道
は
公
開
で
住
民
に
説
明
す
る
こ
と
が
原
則
。

○
公
開
の
場
で
結
論
を
出
す
こ
と
が
、
そ
の
後
の
実
行
を
促
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

○
公
開
だ
か
ら
こ
そ
、
議
論
の
緊
張
感
、
結
論
へ
の
責
任
感
が
生
ま
れ
、
「で
き
レ
ー

ス
」
も
避
け
ら
れ
る
。

○
政
策
議
論
で
な
く
金
の
使
い
方
の
事
実
関
係
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
か
ら
短
時
間
で
も
Ｏ
Ｋ

○
限
ら
れ
た
時
間
で
の
端
的
な
や
り
と
り
だ
か
ら
こ
そ
課
題
が
明
確
に
な
る
。

○
仕
分
け
の
時
間
だ
け
で
は
な
く
事
前
の
準
備
（資
料
読
み
込
み
や
現
場
視
察
な

ど
）
を
行
っ
た
上
で
本
番
に
臨
ん
で
い
る
。

○
仕
分
け
の
結
論
は
絶
対
で
は
な
い
。
結
果
を
ど
う
活
用
し
て
い
く
か
は
、
首
長
や

議
会
さ
ら
に
は
市
民
の
責
任
。
た
だ
し
、
結
論
を
覆
す
時
に
は
相
応
の
説
明
責
任
が

必
要
。

○
結
論
と
共
に
そ
の
結
論
に
至
る
議
論
の
プ
ロ
セ
ス
も
重
要
。
市
民
の
当
事
者
意
識

や
職
員
の
プ
レ
ゼ
ン
能
力
向
上
や
意
識
改
革
に
も
つ
な
が
る
。
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6

「
事
業
仕
分
け
」
が
問
う
こ
と

基
本
が
大
事

「事
業
仕
分
け
」の
内
容
は
、
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
か
つ
基
本
的
な
こ
と
。

－
何
事
も
“基
本
に
立
つ
”こ
と
が
成
功
の
カ
ギ
－

手
を
変
え
品
を
変
え
、
複
雑
で
難
し
い
こ
と
に
飛
び
つ
い
て
も
、
徒
労
に
終
わ
る
の
が
落
ち
。

（「
行
政
評
価
」疲
れ
・・
・）

国
民
一
人
ひ
と
り
の
考
え
方
・
生
き
方
を
問
う

「事
業
仕
分
け
」は
、
単
な
る
歳
出
カ
ッ
ト
/（
誤
用
さ
れ
が
ち
な
）「
リ
ス
ト
ラ
」の
ツ
ー
ル
で
は
な
い
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
具
体
的
な
見
直
し
を
通
じ
て
、
税
を
負
担
し
、
ま
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
私

た
ち
国
民
の
考
え
方
や
生
き
方
の
見
直
し
と
、
自
治
体
や
国
の
仕
組
み
の
再
構
築
（＝
本
当
の
意

味
で
言
う
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
）に
向
け
た
議
論
を
行
う
場
で
も
あ
る
。

12



7

行
政
の
事
業
仕
分
け
年
表

～
構
想
日
本
事
業
仕
分
け
実
施
一
覧
～

13



「事
業
仕
分
け
」
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
意
義

【
作
成
者
】

8

原
則
を
ふ
ま
え
充
実
し
た
事
業
仕
分
け
を

行
っ
た
自
治
体
等
で
共
有

［
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
解
説
］

事
業
仕
分
け
の
本
来
の
意
味
に
従
い
、
ど
こ
ま
で
も
住

民
と
向
き
合
っ
て
真
剣
に
議
論
す
る
、
そ
し
て
未
来
に

向
け
た
社
会
を
作
っ
て
い
こ
う
。

［
事
業
仕
分
け
の
本
来
の
意
味
］

私
た
ち
の
未
来
を
つ
く
る
と
い
う
視
点
で
、
現
場
の
声
や
実

情
に
基
づ
い
て
事
業
の
必
要
性
や
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
、

公
開
の
場
で
議
論
す
る
。

事
業
仕
分
け
の
認
知
度
・
評
価
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、

実
質
を
伴
わ
な
い
名
ば
か
り
の
「
事
業
仕
分
け
」
が
急
増

そ
こ
で
‥

‥

コ
ピ
ー
：
岩
崎
俊
一
氏
（
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
）

「2
1
世
紀
に
間
に
あ
い
ま
し
た
。
」（
ト
ヨ
タ
）

「や
が
て
、
い
の
ち
に
変
わ
る
も
の
。
」（
ミ
ツ
カ
ン
）

「ト
ン
ボ
が
動
い
て
い
る
。
人
が
、
何
か
を
生
み
出
し

て
い
る
。
」（
ト
ン
ボ
鉛
筆
）

「年
賀
状
は
、
贈
り
物
だ
と
思
う
。
」
(日
本
郵
便

)

マ
ー
ク
：
森
本
千
絵
氏
（
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
）

サ
ン
ト
リ
ー
缶
コ
ー
ヒ
ー
「
B

O
S

S
シ
ル
キ

―
ブ
ラ
ッ
ク
」（

C
M
）

M
r.

C
h

ild
re

n
（ア
ー
ト
ワ
ー
ク
）

N
H

K
『江
』、
『て
っ
ぱ
ん
』（
タ
イ
ト
ル
や
宣
伝
美
術
）

※
事
業
仕
分
け
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
日
本
を
代
表
す
る
二
人
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
作
成
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かすみがうら市

（ ）

事業シートの見方

％

目　標
（何がどうなれば

達成か）

この事業を行い、どのような結果を目指すのか、また、達成となるのか、などを記載しています。
成果目標はなるべく数値化をします。

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

関連する事業（同一目的事業等）がある場合に記載します。

事業の必要性
・実施の背景

上位施策事業名

根拠法令

この事業を位置づける、総合計画などの上位計画書の事業名です。

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

事業を開始した年度

事業の実施根拠となる法令、条例、要綱を記載してあります。

この事業を必要とする理由。
この事業を実施することとなった背景。

目　的
（何をどうするた

めに）

□直接実施

誰の為に行い、誰に影響が出てくるのかなどを記載。
人

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

目的を達成するために、どのような手段や方法をとっているのかなどを記載。
また、一つの事業の中に複数の細事業がある場合は、それらの説明とともに、それらに係る事
業費も記載します。

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

この事業を行い、何を、どうするのかを記載しています。

対　象
（誰・何を対象に）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 担当している部署

予算事業名 対象となる事業の名前です。

担当課の係の名前

□自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

事務区分 自治事務とは、法定事務を除いたものです。
法定事務とは、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、法律又はこ
れに基づく政令に特に定めるもので、戸籍事務や生活保護事務など。

事業の責任者であ
る課長名

15



かすみがうら市事業シートの見方

事業を開始した年度

事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 対象となる事業の名前です。

その他特財

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円

人

千円

人

千円

人人

その他特財の内容

千円

千円

千円

千円

千円

千円 千円

千円

人

人

千円

千円

千円人

千円

千円

千円

千円

千円

人

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

事
業
成
果

単位

千円

／総事業費

事
業
実
績

【活動指標名】

千円

活動実績

一般財源

千円

総事業費

臨時職員等

財源

内訳

財源合計

千円

国県支出金

地方債

人

人

千円

千円

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

事業の成り立ちや経緯など、この事業に対して特に記載するような内容を記載します。

千円

千円千円

事業費合計

事
業
費

千円 千円

千円

千円

Ｈ20年度

Ｈ21年度 Ｈ20年度

千円

Ｈ21年度

千円

千円

千円

【成果指標名】 Ｈ22年度

23年度（予算）

千円

千円

千円

千円

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

千円

千円

人

人

千円

千円

千円

千円

単位 Ｈ22年度

事業の目的に対し、どのような問題があるのか等について記載します。
活動実績や成果実績などから今後の取り組み内容や、成果やコストに対する今後の考え方や、この事業
を今後どのようにしていきたいのかなどについて記載します。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）
他の自治体との比較データなどを記載します。

  

 当該事業に係るコストを「事業費」と「人件費」に分け、年度ごとに記載しています。 

 ※ 事業費は、職員がいくつかの業務を掛け持ちで行っているものの中で、当該事業を実施する際に 

   どれくらいの割合で、この業務に従事するのかを記入しています。これは担当職員のみでなく、課内 

   の職員が同じ業務を行う場合もあることから、関連する職員の全ての合計が記されております。 

 ※ 人件費は、職員に係る「給料」、「各種手当（ボーナス、退職手当、残業代など）」、「共済費（健康保 

   険など事業主として負担するもの）」等の全てを合算した総額を表記しております。 

  

事業費や人件費を投入したことによりどれだけの事業を行ったのか、代表的な事業の
実績を記載します。 

事業に要した費用を活動単位あたりにいくらかかったかという視点で実績を記載しま

事業を実施した結果、それぞれの年度において実現した成果を記載します。 

成果指標として設定した理由を記載します。 
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評
価
シ
ー
ト

事
業
名

評
価
者
氏
名

国
・
県
・
広

域
が
実
施

(3
)

国
・
県

・
広
域

⑤
規
模
が
広
域
的

⑥
広
域
で
の
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
べ
き

⑦
影
響
が
広
範
囲

⑧
そ
の
他

事
業
内
容

見
直
し

(4
)

か
す
み
が
う
ら
市

要
改
善

＜
事
業
内
容
の
見
直
し
の
例
＞

　
・
事
業
の
手
法
、
内
容
の
一
部
見
直
し

　
・
民
間
委
託
実
施
・
拡
大

　
・
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

　
・
入
札
等
に
お
け
る
競
争
性
の
強
化

　
・
自
主
財
源
確
保
（
受
益
者
負
担
等
）

事
業
内
容

現
行
通
り

(５
)

か
す
み
が
う
ら
市

現
行
通
り

特
記
事
項
（
選
択
の
理
由
、
改
善
内
容
、
そ
の
他
意
見
等
）

※
１
：仕
分
け
人
と
市
民
判
定
員
の
結
果
は
併
記
と
す
る
。

※
２
：仕
分
け
人
に
つ
い
て
、
多
数
決
が
同
数
と
な
っ
た
場
合
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
採
決
を
行
う
が
、
行
政
の
関
与
不
要
と
必
要
の
間
（黒
い
太
線
の
上
下
）で
票
が
同
数
と
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
下
に
あ
る
票
数
を
足
し
合
わ
せ
、
数
の
大
き
い
方
の
判
定
を
優
先
さ
せ
る
。

例
：不
要
２
、
再
検
討
１
、
要
改
善
２
⇒
不
要
と
要
改
善
が
同
数
だ
が
、
行
政
の
関
与
不
要
と
必
要
で
比
較
し
た
場
合
、
行
政
の
関
与
不
要
は
３
、
必
要
は
２
と
な
る
の
で
、
行
政
の
関
与
不
要
が
優
先
さ
れ
、
こ
の
場
合
「不
要
」が
優
先
さ
れ
る
。

※
３
：市
民
判
定
員
に
つ
い
て
、
多
数
決
が
同
数
と
な
っ
た
場
合
は
仕
分
け
人
の
判
定
結
果
を
一
票
加
え
る
。

た
だ
し
、
仕
分
け
人
の
判
定
結
果
が
、
市
民
判
定
員
の
多
数
決
の
同
数
と
違
っ
た
場
合
は
、
市
民
判
定
員
の
多
数
決
の
同
数
を
併
記
す
る

（
2
）

再
検
討
・
見
送
り

①
事
業
の
あ
り
方
を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見
直
し

②
廃
止
も
含
め
て
検
討

③
他
と
の
重
複
（
事
業
の
統
廃
合
）

④
今
の
ま
ま
な
ら
不
要

行
政
の
関
与

必
要

①
規
模
が
全
国
的

②
全
国
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
べ
き

③
規
模
が
県
域
的

④
県
下
一
律
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
べ
き

市
が
実
施

【
縮
減
】

①
事
業
費
を
縮
減
し
、
か
つ
内
容
を
見
直
し

②
事
業
の
一
部
廃
止

【
維
持
】

③
事
業
費
は
現
行
通
り
で
事
業
内
容
を
見
直
し

【
縮
減
】

①
事
業
内
容
は
現
行
通
り
で
事
業
費
の
縮
減

【
維
持
】

②
事
業
内
容
、
事
業
費
と
も
に
現
行
通
り

【
拡
充
】

③
事
業
内
容
は
現
行
通
り
で
事
業
費
は
拡
充

事
業
番
号

現 在 の 事 業

評
価
結
果

行
政
の
関
与

不
要
、
再
検

討

(1
)

不
要

①
手
段
が
目
的
化
し
て
い
る

②
達
成
手
段
と
し
て
不
適
当

③
効
果
な
し
（
薄
い
）
・
逆
効
果

④
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
の
自
助
努
力
・
自
己
負
担

⑤
行
政
の
役
割
終
了
、
民
間
実
施

　
（
税
投
入
の
必
要
な
し
）

⑥
そ
の
他

行
政
の
関
与
必
要
か
？

 
誰
が
や
る
べ
き
か
？

 
手
法
は
適
正
か
？
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人件費の算出について

H22人件費
会計区分 職員数 給料 職員手当 共済費 合計

一般会計 449 1,768,437,000 1,346,633,000 526,519,000 3,641,589,000
国保特会 6 20,372,000 14,740,000 5,998,000 41,110,000
下水道特会 9 35,257,000 26,418,000 10,510,000 72,185,000
農集特会 1 2,379,000 1,812,000 690,000 4,881,000農集特会 1 2,379,000 1,812,000 690,000 4,881,000
介護保険特会 12 49,084,000 33,946,000 14,667,000 97,697,000

計 477 1,875,529,000 1,423,549,000 558,384,000 3,857,462,000
１人あたり 3,931,927 2,984,379 1,170,616 8,086,922

※金額は予算書給与明細書から 一人当り人件費 8,086,922 円

8,087 千円

給与

共済費

1,170,616円
14%

人件費(1人当り)

給与

3,931,927円
49%

職員手当

2,984,379円
37%
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（ ）

事業シート（概要説明書）

予算事業名 06障害者福祉活動促進事業 事業開始年度 平成17年度

上位施策事業名 かすみがうら市総合計画 　第２章　第３節　障害者福祉の充実 担当局・部名 保健福祉部

根拠法令
かすみがうら市高齢・障害福祉関係団体活動促進費補助金交付
要項

担当課･係名 社会福祉課

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 課長　川﨑久功

事
業
概
要

事業の必要性
・実施の背景

障害者(児)が地域で自立して生活していくために境遇を同じくする人たちで組織した団体への活動費及び
運営費の補助と身体障害者スポーツ大会への参加を促進する。

目　的
（何をどうするた

めに）

障害者(児)の社会参加の促進・障害者(児)及び家族の相互理解のための組織作り及び運営を支援
することで社会福祉の振興に寄与することを目的とする。

目　標
（何がどうなれば

達成か）
障害者(児)の社会参加の促進・障害者(児)及び家族の相互理解が図られること。

対　象
（誰・何を対象に）

対象者数（全住民に対する割合）

人 ％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

・障害者相談支援広報活動               13千円
　かすみがうら祭りに参加して相談支援事業所のパンフレット等を配布してPRをする。
・身体障害者スポーツ大会　　           98千円(内訳：需用費38千円、負担金60千円)
①茨城県ゆうあいスポーツ大会(負担金なし)
　在宅及び施設の心身障害者が、家族や各施設の関係者とともに、レクリエーションを主体とし
たスポーツを楽しみ、自立と社会参加を促進するとともに、県民の障害児者に対する理解を深め
交流を広める。
　　  実施主体　　茨城県、茨城県障害者スポーツ・文化協会
　　　会　　場　　笠松運動公園
　　　参加資格　　県内に住居または県内の施設、学校に在籍している心身障害児者
　　　種　　目　　ジャンケン勝ち残りゲーム・大玉転がし・お菓子取り徒競争
　　　　　　　　　・お手玉投げ・バトンリレー・歌・フライングディスク
②茨城県身体障害者スポーツ大会(負担金なし)
　県内の身体障害者がスポーツを通じて、機能の回復と体力の維持増強を図り、自立と社会参加
を促進するとともに、県民の身体障害者に対する理解と認識を深め、交流を広める。
　　　実施主体　　茨城県、茨城県障害者スポーツ・文化協会
　　　会　　場　　笠松運動公園・東町運動公園
　　　参加資格　　県内に住居または県内の施設、学校に在籍している心身体害児者手帳
　　　　　　　　　所持者(12歳以上)
　　　種　　目　　陸上競技・水泳・アーチェリー・卓球・フライングディスク
③地域身体障害者スポーツ大会　(負担金60千円)
　身体障害者がスポーツを通じて、体力の維持増強を図るとともに、地域住民との交流の中で身
体障害者に対する理解の増強と関心の高揚を図ることによって、身体障害者の促進に寄与する。
　　　共　　催　　阿見町・稲敷市・取手市・つくばみらい市・牛久市・美浦村
　　　　　　　　　龍ヶ崎市・かすみがうら市　(毎年持回りで主催となる。)
　　　会　　場　　主催となる市町村
　　　参加資格　　共催市町村に居住し、身体障害者手帳を所持する満15歳以上
　　　種　　目　　パン食い競争・ケツ圧測定・缶つり競争・車いす競争
　　　　　　　　　フライングディスク・ボウリング・輪投げ
・かすみがうら市手をつなぐ育成会補助金　　131千円
・かすみがうら市障害者福祉会補助金　　　　302千円

関連事業
（同一目的事業等）

事業番号 1-1  平成23年度 
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コ
ス
ト

23年度（予算） 22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

事
業
費

09旅費 千円 千円

事業費合計 544 千円 532

8 千円 千円

11需用費 38 千円 31 千円 17 千円 16 千円

14使用料及び賃借料 13 千円 10 千円 千円 千円

19負担金、補助金及び交付金 493 千円 491 千円 487 千円 472 千円

千円 千円 千円 千円

千円 512 千円 488 千円

人
件
費

担当正職員 0.5 人 4,023 千円 0.5 人 4,043 千円 0.5 人 3,977 千円 0.5 人 3,978 千円

臨時職員等 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円

人件費合計 0.5 人 4,023 千円 0.5 人 4,043 千円 0.5 人 3,977 千円 0.5 人 3,978 千円

総事業費 4,567 千円 4,575 千円 4,489 千円 4,466 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円 千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

その他特財
千円 千円 千円 千円

その他特財の内容

一般財源 4,567 千円 4,575 千円 4,489 千円 4,466 千円

財源合計 4,567 千円 4,575 千円 4,489 千円 4,466 千円

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度 Ｈ20年度

障害者相談支援広報活動(活動人数) 人数 15

身体障害者スポーツ大会(参加人数) 人数 55 64 66

手をつなぐ育成会補助金(行事参加人数) 人数 468 486 582

障害者福祉会補助金(行事参加人数) 人数 124 171 164

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／

事
業
成
果

成果実績
（事業目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度 Ｈ20年度

障害者相談支援広報活動 回 1

身体障害者スポーツ大会 回 3 3 3

手をつなぐ育成会行事回数 回 35 34 37

障害者福祉会行事回数 回 9 13 12

特記事項
(事業の沿革等)

平成16年度　千代田町　      障害者福祉会補助金　　　200千円
                            手をつなぐ育成会補助金  100千円
　　　　　　霞ヶ浦町　      障害者福祉会補助金　　　135千円
　　　　　　　　　　　      手をつなぐ育成会補助金   45千円
平成17年度　かすみがうら市　障害者福祉会補助金  　　335千円
　　　　　　　　　　　　　　手をつなぐ育成会補助金  145千円
平成18年度　かすみがうら市　障害者福祉会補助金　　　302千円
　　　　　　　　　　　　　　手をつなぐ育成会補助金  131千円

成果指標設定
理由等

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

今後も、障害者(児)の社会参加の促進・障害者(児)及び家族の相互理解を図るために、スポーツ
大会への参加や団体への助成を継続していく。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

近燐市及び社協の平成23年度補助金支出状況(別紙参照)
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委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 障害者福祉活動促進事業 事業開始年度 平成17年度

団体名 かすみがうら市障害者福祉会

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
かすみがうら市高齢・障害福祉関係団体活動促進費補助金交付要項第２条

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

補助金
かすみがうら市障害者福祉会の活動費及び運営費の
補助

302千円

千円

千円

千円

千円

千円

委託料・補助金　総額 302千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

団体概要

　会員相互の親睦を図るとともに、自主的に強い団結とねばりある活動で障害者援護施策を推進し、会員の福祉
向上と社会啓発を図ることを目指す組織である。
　会の目的を達成するために次の事業を行う。
・会員相互の連携と研修　・福祉向上のための援助　・地域社会への啓発　・その他目的達成に必要な事業

役員
　会長　１名、副会長　２名、理事　若干名、監事　３名(会員121名)

資本金 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事 うち
（出向／OB）

市出資金 千円 役員

出資比率 ％ 職員

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 302千円

委託料・指定管理料 千円

補助金 302千円 市補助金

その他 千円

その他 683千円

・会費　　　　　　　89,000円
・社協補助金　　405,000円
・繰越金　　　　　149,024円
・雑収入　　　　　　40,031円

総計 985千円

団体の支出概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 706千円

・会議費             4,000円
・旅費　　　　　　 72,000円
・事業費　　　　 609,929円 (総会147,742円、
                             一泊162,619円、役員299,568円)
・県負担金       20,200円

管理費 千円

利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 279千円

人件費 千円

総計 706千円

事業番号１ 事業番号 １-1 平成23年度 
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利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 134千円

人件費 千円

総計 809千円

団体の支出概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 809千円

・振込手数料、切手代等　　        48,780円
・総会賄                                   25,830円
・役員旅費                                 4,000円
・事業費                                 641,091円
          (一泊研修386,510円、いちご狩り135,309円、そ
の他119,272円)
・慶弔費                                   10,000円
・県手をつなぐ育成会会費負担金  80,000円

管理費 千円

その他 812千円

・会費                            118,800円
・補助金                         315,000円(社協135千円、
県肢体不自由児協会100千円、県育成会30千円、土
浦地区労福協50千円)
・参加負担金                   250,500円
・預金利子及び市祭売上等   35,953円
・繰越金                           92,067円

総計 943千円

委託料・指定管理料 千円

補助金 131千円 ・市補助金131,000円

その他 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 131千円

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

出資比率 ％ 職員

うち
（出向／OB） 監事 うち

（出向／OB）

市出資金 千円 役員

団体概要

　会員相互の連携をはかり障害児者の福祉の増進を目指す組織である。
会の目的を達成するために次の事業を行う。
・会員相互の研修及び、親睦を深める事業・地域社会への啓発活動・関係諸団体との連絡提携・心身障害児(者)
の福祉対策・その他目的達成に必要な事業

役員
　会長１名、副会長３名以内、理事若干名、監事２名(会員53名)

資本金 千円
役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤

千円

委託料・補助金　総額 131千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

千円

千円

千円

千円

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
かすみがうら市高齢・障害福祉関係団体活動促進費補助金交付要項第２条

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

補助金
かすみがうら市手をつなぐ育成会活動費及び運
営費の補助

131千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 障害者福祉活動促進事業 事業開始年度 平成17年度

団体名 かすみがうら市手をつなぐ育成会

事業番号１ 事業番号 １-1 平成23年度 
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(手をつなぐ育成会関係)

名       称 会員数 市 社協 計 備考

かすみがうら市 手をつなぐ育成会 53 131 135 266

土浦市 補助なし -

石岡市 心身障害児者父母の会 60 495 260 755

小美玉市 市心身障害児父母の会 60 91 100 191

行方市 団体なし

(障害者福祉会関係)

名       称 会員数 市 社協 計 備考

かすみがうら市 障害者福祉会 121 302 405 707

土浦市 補助なし -

石岡市 石岡市身体障害者福祉協議会 60 208 200 408

小美玉市 市身体障害者福祉協議会 74 151 120 271

行方市 市身体障害者福祉協議会 120 134 35 169

(単位：人、千円)

(単位：人、千円)

近隣市及び社協の平成23年度補助金支出状況
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（ ）

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

なし

目　標
（何がどうなれば

達成か）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

対　象
（誰・何を対象に）

実施方法

％

家畜伝染病の予防など衛生対策の強化、衛生知識の普及啓蒙及び技術向上の強化等畜産の振興を
図るとともに、家畜排せつ物の適切な処理により、たい肥の利活用を促進する等畜産環境の改善
に資する。

畜産を巡る情勢は飼料価格高騰や畜産物価の低迷など厳しい経営環境であり、家畜伝染病への対策や
家畜排せつ物の処理をはじめとする生産活動に伴う環境への負荷など課題を抱えており、市内に畜産農
家は多く本事業は畜産振興には不可欠である。

目　的
（何をどうするた

めに）

□直接実施

市内に農場がある畜産農家
65 人 0.14

畜産農家による自衛防疫を推進することにより、家畜の健康保持と生産性の向上を図るとともに、家畜衛
生及び環境の改善に関する技術普及並びに情報伝達の円滑化を通じて、畜産経営の安定振興に寄与す
ることを目標とする。

対象者数（全住民に対する割合）

事業の必要性
・実施の背景

共励会への出品に対する補助。家畜防疫事業、肥育牛・酪農・養豚部等への補助。
各種共励会への出品の奨励や消費拡大対策、伝染病の予防・指導等防疫事業を行う。
【茨城千代田農協肥育牛部会】80,000円
各種共励会、共進会及び研究会等へ本部会会員の飼養する肉用肥育牛を出品する事業への補助。優良肥育牛の生産意欲
の高揚と、飼養管理技術ならびに資質の改善の向上を図る。
【家畜伝染病予防事業補助金】760,806円（H22年度実績）
市畜産協会が家畜伝染病予防として実施するオーエスキー病ワクチン接種に係る経費１頭あたり27円の補助。H22年度実
績は28,178頭。
家畜伝染病の発生を未然に防止し撲滅体制の確立を図る。
【かすみがうら市畜産協会】150,000円
家畜衛生及び生産環境の改善に関する技術普及並びに情報伝達の円滑化を図るため畜産講演会を開催しその経費への補
助や口蹄疫等の家畜伝染病を防ぐために消石灰を配布するなど自衛防疫推進事業に対しての補助。
家畜の健康保持と生産性の向上を図る。
【かすみがうら市畜産協会養豚部】170,000円
優良種豚導入や視察研修、かすみがうら祭での豚肉のPRなどの事業への補助。
【かすみがうら市畜産協会肥育牛部】170,000円
かすみがうら祭における牛肉のPR、家畜市場へ参加するなど視察研修や共励会出品へ補助。
【かすみがうら市畜産協会酪農部】170,000円
アカバネ病など乳牛伝染病補助事業、かすみがうら祭での牛乳普及活動等への補助。
【霞ヶ浦流域畜産環境負荷削減特別対策事業】4,705,000円（H22年度実績）
茨城県畜産関係事業費補助金の直接還元解消対策事業（県補助１／２）。
畜産農家と耕種農家の連携強化によりたい肥の利活用等、適正施用を促進するために整備する事業に補助。霞ヶ浦流域
の環境負荷軽減を図る。
H22　南新生有機肥料生産組合　ホイルローダー１台　2,150,000円、マニアスプレッダー１台　1,245,000円
　　 志士庫西部地区堆肥供給組合　ホイールローダー１台　1,310,000円
　

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：各畜産農家団体    　　実施主体：  　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 環境経済部

課長　中島邦之

予算事業名 畜産振興事業

農林水産課産業振興係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

平成17年度

かすみがうら市農業振興各種団体運営費補助金交付要項、かすみが
うら市家畜伝染病予防事業補助金交付要項、かすみがうら市霞ヶ浦
流域畜産環境負荷削減特別対策事業補助金交付要項

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画
　第４章　第1節　農林業の振興

事業番号 １-2 平成23年度 

24



事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 畜産振興事業 平成17年度

事業番号 １-2 平成23年度 

人 6,262

28,178オーエスキー病ワクチン接種頭数

【成果指標名】

0.8

千円

千円

0.6 人

千円

千円

千円千円

千円

家畜伝染病の発生 件
成果実績

（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円8,022

人 6,364 0.8

千円

千円

千円

7,8598,196 千円

千円

家畜伝染病が発生すると畜産業だけに留まらず地域社会全体に影響が及んでしまうので、衛生指導や防疫推
進事業へ補助することで県内でも畜産農家数の多い市内で家畜伝染病の発生をさせないことを目標とする。

Ｈ21年度

6,541 千円

4,707

千円

2 千円

7 千円

1,751 千円

千円

その他特財の内容

163 千円

千円

10,216 千円

人

千円

6,702

11,248 千円

1,760 千円

千円0.8 人 6,262

千円

人

人人 0.8 人0.6

2,020 千円

千円

千円

人千円

千円

千円

千円

千円

事
業
成
果

単位

1,865 千円

／総事業費

4,8280.6

0.6

3,843

事
業
実
績

【活動指標名】

活動実績
頭

6,705

人

4,852

千円

6,364

3,852

国県支出金

地方債

千円

千円

千円

総事業費

臨時職員等

4,828

財源

内訳

財源合計

千円

千円

一般財源

6,705 10,216

人

その他特財

4,852

千円

千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

負担金、補助及び交付金

平成17年12月21日にかすみがうら市畜産協会設立総会開催。

千円

3 千円

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

千円

千円 千円

8,022

10

千円

事
業
費

千円2 千円

千円

千円6,396事業費合計 1,877

旅費

需用費

6,388

23年度（予算） 22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

千円

千円8

0

千円

千円

千円

0

9

Ｈ22年度

0 0 0

Ｈ21年度 Ｈ20年度

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

○土浦市　交付団体：土浦市家畜衛生指導協会　　　○石岡市　交付団体：石岡市家畜衛生指導協会
　  H23 　土浦市家畜衛生指導協会補助金　300千円　   H23   運営費補助金　82千円
　　　　　優良牛改良事業補助金　430千円　　　　　　　　　 地域防衛対策事業　1,550千円
　　　　　家畜防疫事業補助金　1,584千円　　　　　　　　　 薬剤購入補助事業　1,260千円
　　　　　放牧育成牛助成補助金　49千円

11,248

302

33,235頭

乳牛伝染病予防ワクチン接種頭数

単位 Ｈ22年度

245285

21,513

Ｈ20年度

防疫・衛生指導を家畜保健衛生所と協力し強化していく。
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人件費

平成22年度 千円
利益剰余金

（または繰越欠損金）

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

千円
団体の支出概要
（平成22年度）

総計 千円

千円

県からの財政支出金 千円

管理費

千円

事業費 千円

金額

金額 概要（詳細等）項目

％ 職員

非常勤 うち
（出向／OB） 監事

市出資金

出資比率

千円

千円

団体の収入概要
（平成22年度）

うち
（出向／OB）

市町村からの財政支出金

総計 千円

委託料・指定管理料

補助金

概要（詳細等）

資本金

役員

団体概要

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB）

その他 千円

千円委託料・補助金　総額

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）

本市肥育牛振興のため、相互の連絡強調と団結により生産及び技術の改善を図り養豚経営の安定に寄与でき
る。

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 畜産振興事業 事業開始年度 平成17年度

団体名 かすみがうら市畜産協会肥育牛部

170千円

千円

千円

金額

補助金 肥育牛振興事業補助金

千円

千円

その他

千円

千円

千円

項目

国からの財政支出金 千円

千円

事業番号１ 事業番号１-2 平成23年度 
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補助金

その他

団体の支出概要
（平成22年度）

総計 千円

利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 千円

人件費 千円

千円

団体の収入概要
（平成22年度）

県からの財政支出金

市町村からの財政支出金

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 畜産振興事業 事業開始年度 平成17年度

団体名 かすみがうら市畜産協会

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）

畜産農家による自衛防疫を推進し、家畜の健康保持と生産性の向上を図ると共に、消費者との交流を図り、畜産
農家の経営安定に寄与することができる。

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

千円

委託料・補助金　総額 千円

千円

費目 概要 金額

補助金 畜産協会運営費補助金 150千円

千円

千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

団体概要

千円

千円

その他 千円

総計 千円

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 千円

管理費

千円

千円

委託料・指定管理料 千円

千円 （単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB）

出資比率 ％ 職員

資本金
役
職
員

監事 うち
（出向／OB）

市出資金 千円 役員

千円

事業番号１ 事業番号１-2 平成23年度 
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団体の支出概要
（平成22年度）

利益剰余金
（または繰越欠損金）

団体概要
資本金 千円

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤 うち

（出向／OB） 監事 うち
（出向／OB）

市出資金

管理費 千円

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
本市養豚振興のため、相互の連絡強調と団結により生産及び技術の改善を図り養豚経営の安定に寄与できる。

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

委託料・補助金　総額

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

千円

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 千円

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額

国からの財政支出金 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 千円

千円

人件費 千円

総計 千円

平成22年度 千円

補助金 千円

その他 千円

千円

総計

委託料・指定管理料

その他

概要（詳細等）

千円

千円 役員

出資比率 ％ 職員

補助金 養豚振興事業補助金 170千円

千円

千円

千円

千円

千円

団体名

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 畜産振興事業 事業開始年度 平成17年度

かすみがうら市畜産協会養豚部

事業番号１ 事業番号１-2 平成23年度 
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（ ）

かすみがうら市の礎を築いてこられた市内居住の高齢者に対し、敬意・報恩・感謝を表すために行う。

事業内容
（手段、手法な

ど）

※当該事業以下
に細事業がある
場合は、事業費
とともに記載

（１）敬老祝金
　　①　対象者抽出
　　　　　８月１日現在で本市に住民登録がある方。
　
　　　　　　・７７歳　　　７，０００円　　　　　（平成２３年度対象者・・３６９名）
　　　　　　・８８歳　　１５，０００円　褒状・額（平成２３年度対象者・・１５３名）
　　　　　　・９９歳　　２５，０００円　褒状・額（平成２３年度対象者・・９名）
　　　　　　・１００歳　３０，０００円　褒状・額（平成２３年度対象者・・１１名）
　　　　　　・１０１歳　　　　　　　　　羊羹　　（平成２３年度対象者・・１１名）

　　②　敬老祝金の支給方法
　　　　　８月上旬に対象者へ通知を出し口座番号・振込先を確認し９月上旬から振込みを
　　　　　開始する。

　　③　８８歳・９９歳・１００歳の敬老祝品の贈呈方法
　　　　　市職員が、自宅へ訪問して米寿・白寿・百寿の贈呈をし、お祝いをする。

　　④　１０１歳以上の敬老祝品贈呈方法
　　　　　市長と市職員で自宅へ訪問し長寿をお祝いする。
　

関連事業
（同一目的事業

等）

人 1.26 ％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　）
事
業
概
要

事業の必要性
・実施の背景

多年にわたり社会に尽くした高齢者を敬い、今日のかすみがうら市の礎を築いて下さった方々に長寿をお祝
いする行事とし市民の敬老意識の高揚を図ることによって、高齢者福祉の増進また、高齢者の生き
がいと社会参加の意欲を促進させ、自立した生活への支援を行う。

目　的
（何をどうする

ために）

高齢者を敬い永年の苦労に対する感謝と慰労を目的に敬老会を開催するとともに敬老祝金を支給
し、市民に対しても敬老への関心と理解を深めていただく。

目　標
（何がどうなれ

ば達成か）

対　象
（誰・何を対象

に）
「敬老祝金」条例ならびに実施規則に定めた年齢の高齢者

対象者数（全住民に対する割合）

553

根拠法令 担当課･係名 長寿福祉課　高齢者係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 課長　長谷川喜美

事業シート（概要説明書）

予算事業名 長寿をたたえる事業（敬老祝い金） 事業開始年度 平成１７年度

上位施策事業名 かすみがうら市総合計画　第2章　第2節　高齢者の充実 担当局・部名 保健福祉部

事業番号 1‐3 平成23年度 
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千円 千円 千円5,123 4,893扶助費 5,710

千円

5,518

人 546 544 525

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

全国的に平均寿命が伸びており、高齢者数の増加により支給対象者数及び支給額は、今後も増え続
けてくると思われる。

比較参考値
（他自治体での類
似事業の例など）

別添「県内市町村敬老事業実施状況（平成２２年１２月調べ）」を参照

敬老祝金給付人数 人 546 544

特記事項
(事業の沿革等)

成果指標設
定理由等

祝金受給者数が事業の成果であり、今後も同様であると考える。

525

Ｈ20年度

事
業
成
果

成果実績
（事業目標達成状

況）

【成果指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／

7,538 千円

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度 Ｈ20年度

敬老祝金給付人数

千円 7,538 千円

財源合計 8,613 千円 8,437 千円 7,831 千円

千円

その他特財の内容

一般財源 8,613 千円 8,437 千円 7,831

千円 千円

その他特財
千円 千円 千円

千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円

7,538 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円 千円

人 2,348 千円

総事業費 8,613 千円 8,437 千円 7,831

人 2,427

千円

千円 0.3 人 2,387 千円

千円 千円

人件費合計 0.3 人 2,415 千円 0.3 0.3

人

千円

臨時職員等 人 千円 人

人 2,387 千円 0.3 人

人 千円

2,348千円 0.3 人 2,427 千円 0.3

千円 5,444 千円 5,190 千円

人
件
費

担当正職員 0.3 人 2,415

千円

郵送料 90

千円

114 千円 28 千円 0 千円

16 千円

筆耕料 30 千円 30 千円 30 千円 30

千円 33 千円

印刷製本 24 千円 24 千円 19 千円

222 千円 218 千円

消耗品 1 千円 0 千円 22

事
業
費

報償費 343 千円 324 千円

事業費合計 6,198 千円 6,010

コ
ス
ト

23年度（予算） 22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）
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県内市町村敬老事業実施状況（平成22年12月調べ）

８８歳 １００歳 ８８歳 品名 １００歳 品名 年齢 品名

1 水 戸 市 ○ × ○ ○ ２万円 ○ 羽毛掛け布団
①１０１歳以上
②９９歳
③７７歳

①２２年度はガーゼ毛布（年度による）
②３万円
③１万円

2 日 立 市 ○ ○ × ○ ２万円 ○ ５万円
工芸品

①男女最高齢者
②７５歳以上

①花束
②各学区敬老会実行委員会が選定

3 土 浦 市 ○ ○ ○ ○ ２万円 ○
５万円
シーツ（※記念品はシーツとタオルケットを毎
年交互に贈呈）

最高齢者
５万円、シーツ
（※記念品はシーツとタオルケットを毎年交互
に贈呈）

4 古 河 市 ○ × × ○ １万円 ○ ３万円 ①１００歳以上
②７７歳

①３万円
②１万円

5 石 岡 市 ○ × ○ ○ バスタオル ○ 羽根布団 ９９歳
８０歳

バスタオル

6 結 城 市 ○ × × ○ ５千円（地域クーポン） ○ １万円 ７７歳以上 ３千円（地域クーポン）

7 龍 ケ 崎 市 ○ × × ○ 小鉢 ○ ３万円

①７５歳以上
②８５歳
③９０歳
④９５歳
⑤１００歳以上

①お茶
②１万円
③１万円
④１万円
⑤３万円

8 下 妻 市 ○ × × ○ ポンチョ ○ 毛布 ８０歳 ５千円

9 常 総 市 ○ ○ ○ ○
１万円
額
常総市名産セット

○
額
５万円
肌かけ毛布

①１０１歳以上
②９９歳以上
③７７歳

①５万円，毛布
②１万円
③１万円

10 常 陸 太 田 市 ○ × × ○ 1万円 ○ ３万円
①１００歳以上
②９９歳
③８０歳

①３万円
②２万円
③５千円

11 高 萩 市 ○ × ○ × ○ 額縁

12 北 茨 城 市 ○ ○ ○ ○ ２万円 ○ １０万円

①１０１歳以上
②７７歳
③７０歳以上
④金婚・ダイヤモンド婚

①３万円
②１万円
③温泉施設無料招待
④写真券又は記念品

13 笠 間 市 ○ ○ × ○ 笠間焼（湯呑） ○ 血圧計
①最高齢者
②８０歳

①ほう状、血圧計、額
②風呂敷

14 取 手 市 ○ × ○ ○ １万円 ○ 1万円
①１０１歳以上
②９９歳
③金婚式、ダイヤモンド婚対象者

①１万円、ほう状
②１万円、ほう状
③寿状

15 牛 久 市 ○ ○ ○ ○ １万円 ○ ３万円 ７５歳以上 月餅

16 つ く ば 市 ○ ○ ○ ○ １万円
額

○
３万円
額
電気敷毛布

①１０１歳以上
②７５歳以上

①２万円，ほう状，額
②３，０００円（商品券）

17 ひ た ち な か 市 ○ ○ ○ ○ ２万円
額縁

○ ５万円
額縁・筒

７７歳 １万円

18 鹿 嶋 市 ○ ○ ○ ○ ステンレス水筒 ○ ハーフケット

①最高齢者
②１００歳以上
③９９歳
④７７歳

①ほう状，綿毛布
②ほう状，ハーフケット
③ほう状，ステンレス水筒
④ステンレス水筒

19 潮 来 市 ○ × × ○ 品物（３千円相当）低反発枕 ○ 品物（１万円相当）ダウンベスト　 １０１歳以上 １００歳達成者と同じ品物（Ｈ２０より）

20 守 谷 市 ○ × × ○ ５千円 ○ １万円
①１００歳以上
②９９歳
③７７歳

①１万円
②５千円
③５千円

21 常 陸 大 宮 市 ○ × ○ ○ １万円 ○ １０万円

①１０１歳以上
②７７歳
③７５歳以上
④７０歳以上

①１万円（商品券），称慶文
②７千円
③地域商品券（千円）。市主催敬老会開催地
域のみ（山方・美和・緒川・御前山）。区・社協
支部開催地域は敬老会式典に係る費用の一
部を助成するため，対象者一人あたり１５００
円を補助（大宮）。
④温泉施設利用券

22 那 珂 市 ○ × × ○ 木製匠三段タンス ○ 在宅者　　　　記念書
施設入所者　１万円

23 筑 西 市 ○ × ○ ○ ７千円相当の敬老金券 ○ ２万円相当の敬老金券，ほう状，額
①最高齢者
②１００歳以上
③７５歳

①２万円相当の敬老金券、ほう状、額
②２万円相当の敬老金券、ほう状、額
③３千円相当の敬老金券

24 坂 東 市 ○ ○ ○ ○ ３万円・筒 ○ 額・敷布団・カバー

①１０１歳以上
②９９歳
③７７歳
④７５歳以上

①衣服等
②５万円
③１万円
④一口羊かん詰合せ

25 稲 敷 市 ○ ○ ○ ○ 綿毛布 ○ ５万円 ７５歳以上 タオル，敬老会招待状

26 か す みが う ら 市 ○ ○ ○ ○ １万５千円
額

○ ３万円
額

①１０１歳以上
②９９歳
③７７歳
④７０歳以上

①羊かん
②ほう状、２万５千円、額
③７千円
④寿司弁当・茶菓子

27 桜 川 市 ○ × × ○ ３千円（商品券） ○ ３万円（商品券） ①最高齢者
②７５歳以上

①３万円（商品券），ほう状
②千円（商品券）

28 神 栖 市 ○ × × ○ 綿毛布 ○ 羽毛布団
①地区最高齢者
②７７歳
③市に３年以上居住している７０歳以上

①カタログから希望の品
②タオルケット
③２万円

29 行 方 市 ○ ○ × ○
１万円
額
在宅者は写真撮影

○ ３万円
額

８０歳以上 バスタオル

30 鉾 田 市 ○ ○ ○ ○ １万円
額

○ 布団 ①１０１歳以上
②８０歳

①ほう状、タオル
②１万円

31 つ く ば み ら い 市 ○ × × ○ １万円 × ①９９歳以上
②７７歳

①１万５千円
②７千円

32 小 美 玉 市 ○ × ○ ○ 大判鶴寿座布団 ○ 大判バスタオル
①７０歳以上
②金婚該当者

①ヨーグルト詰め合わせ
②美濃焼夫婦湯呑み茶碗＆ポット（茶こし付）

33 茨 城 町 ○ × × ○ バスタオル ○ バスタオル
①９５歳以上
②８０歳以上

バスタオル

34 大 洗 町 ○ ○ ○ ○ １万円
額

○ ３万円
額

①１０１歳以上
②９９歳
③７７歳
④金婚該当者
⑤敬老会招待者（７５歳以上）

①ほう状、３万円、額
②ほう状、２万円、額
③５千円
④ほう状、額、夫婦茶碗
⑤赤飯・菓子・千円（商品券）・温泉入浴券

35 城 里 町 ○ × × ○ ５千円 ○ ３万円 ７５歳以上 名簿・菓子・お茶

36 東 海 村 ○ × × ○ 枕 ○ ５千円
①８８歳以上
②７５歳以上
③７０歳以上

①５千円
②高齢者センター無料利用券(５回分)
③のり、お茶漬け

37 大 子 町 ○ ○ ○ ○ 商品券（１万円）
額縁

○ ５万円
額縁

①１０１歳以上
②７７歳以上

①３万円
②商品券（千円）

38 美 浦 村 ○ × ○ × ○ ５万円

①男女最高齢者各１名
②７７歳
③７５歳以上
④金婚

①５万円，認定書
②喜寿のお祝い会招待，円座クッション，記
念写真
③商工振興券2,000円分，敬老会招待
④記念写真，夫婦茶碗，額

39 阿 見 町 ○ ○ ○ ○ 写真入り額
商工振興券

○ 額
商工振興券

①最高齢者
②１０１歳以上
③９５歳
④高砂夫妻、８０歳

①商工振興券
②商工振興券
③商工振興券
④写真入額・商工振興券・ほう状・額

40 河 内 町 ○ ○ × ○ 木製お盆 ○ 花瓶

①１０２歳（町内女性最高齢者）
②１０１歳（町内男性最高齢者）
③９５～９９歳
④８０歳
⑤夫婦共に８０歳以上

①ほう状，九谷焼花瓶
②ほう状，羽毛ポンチョ
③ほう状，取り分け皿
④ほう状，デジタル体温計
⑤ほう状，夫婦湯呑

41 八 千 代 町 × × × × ×

42 五 霞 町 ○ ○ ○ ○ 商品カタログ ○
５万円
商品カタログ
花

①男女最高齢者
②８０歳
③金婚対象者
（申込者のみ）

①ほう状、商品カタログ、花
②ほう状、商品カタログ
③ほう状、商品カタログ

43 境 町 ○ ○ ○ ○ 座布団，額 ○ 花瓶，額 ８５歳以上 ３千円

44 利 根 町 ○ ○ × ○ 額縁，座布団 ○ ５万円

実 施 市 町 村 数 43 21 24 41 42

№
その他敬老事業

の
実施の有
無

市町村名
ほう状 記念品等
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（ ）％

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画　第１章　第４節　循環型社会の構築

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

平成１２年度

かすみがうら市資源物回収事業補助金交付要綱

大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会のあり方や市民のライフスタイルを見直し、限りある資源を有
効活用していく観点から、資源物をリサイクルする「循環型社会」の形成を目指していかなければならな
い。その取り組みにおいて、地域の子ども会等を対象に廃品回収事業を行っている。インセンティブを設
定することにより一層の資源物の分別の徹底やリサイクル意識の向上が図られるとともに、集団で取り
組むことでコミュニティの活性化も推進される。

目　的
（何をどうするた

めに）

□直接実施

市に届出をした団体
人

家庭系一般ごみ排出量の減量化。（燃やすごみ、燃やさないごみに含まれる資源物量の減量）
燃やせるごみ（可燃ごみ）が減少することで、ごみ処理施設（環境クリーンセンター）の延命化ひいては、
環境負荷の軽減が最終目標である。

■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

・環境保全課にて、補助金申請の手続き（団体の登録）をしていただく。
・団体が資源物を回収する。（年１回以上）
・資源回収業者に引渡し
・団体は、資源回収業者が発行する取引伝票を添えて、補助金申請の手続き（実績報告）をし
ていただく。
・内容審査後、回収団体から請求書を提出していだだき口座へ補助金を振り込む。
≪助成（補助）内容≫
・１団体当たり、基本額5,000円と回収量に応じ１㎏当たり5円を助成、35,000円を限度
　

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

対　象
（誰・何を対象に）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

リサイクルの推進及び、ごみの減量化と限りある資源の有効利用に対する市民意識の高揚を図
ることが目的。

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 環境経済部

課長 根本一良

予算事業名 リサイクル推進(資源物回収）事業

環境保全課
　　　衛生係

事務区分

事業番号 １‐4 平成23年度 
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平成１２年度

事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 リサイクル推進(資源物回収）事業

事業番号 １‐4 平成23年度 

その他特財

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円2,678

人 1,670 0.2

千円

人

千円

0.2 人0.2

1,670

千円

0.2

人

その他特財の内容

千円

人

人

千円

千円

千円

千円

千円

2,664 千円

千円

1,008 千円

千円0.2 人

千円

千円

1,008 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1,670

994

千円

千円

人

茨城県における再生利用率が毎年示されており、比較が容易であることから

事
業
成
果

単位

千円

／総事業費

1,6090.2

0.2

事
業
実
績

【活動指標名】

千円

活動実績

一般財源

2,737 2,664千円

2,737

総事業費

臨時職員等

1,609

財源

内訳

財源合計

千円

2,678

委託料

負担金、補助及び交付金

国県支出金

地方債

2,737

人

人

1,035

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

千円

千円

千円

1,617

千円事業費合計 1,128

930
事
業
費

千円93 千円

千円

千円1,056

10.60

Ｈ21年度 Ｈ20年度

千円

Ｈ21年度

千円

2,6782,664

千円

千円1,056

64

【成果指標名】 Ｈ22年度

12.00 10.50

2,673 千円

千円

千円

1,617

千円 千円

23年度（予算）

2,673 千円

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

千円

国県支出金の内容

千円 千円

千円

千円

0.2 人

人

千円

千円

千円

千円

集団回収の中心的役割を担ってきた子ども会の届出団体数が固定化しつつある。
今後ともリサイクルを推進するため、そのインセンティブとして、継続して行きたい。

資源化率（中間処理後資源化量＋直接資源化量/ご
み総排出量） ％

単位 Ｈ22年度 Ｈ20年度

回収団体数 団体 46 40

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

土浦市　集団回収５円/㎏＋10,000円
石岡市　集団回収４円/㎏　年２回以上実施
小美玉市　事業主体　区が主体で実施　上限60,000円
つくば市　集団回収５円/㎏　上限40,000円
阿見町　集団回収５円/㎏　年３回分まで

2,673

45
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各
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① ③ 　
　
　
④

　
　
　
②
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政
資
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収
の
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れ

集
団
資
源
回
収
の
流
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資
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物
集
団
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収
事
業

①
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収
団
体
登
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申
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の
提
出

②
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収
し
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資
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を
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に
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。

③
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。
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①
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（ ）

昭和４０年代後半、急激な霞ヶ浦の富栄養化による水質汚濁が問題となり、本市では昭和４８年に霞ヶ
浦湖北流域下水道事業に加入し、昭和５１年から事業着手、昭和５７年から供用を開始しました。
現在の整備区域面積は５４５ha、１万８千人以上が利用する下水道施設の機能維持は市民の生活環境
に直結する極めて重要な事業で、下水道法第3条において市町村の行うものとしています。

目　的
（何をどうするた

めに）

■直接実施

整備区域内の公共下水道施設並びに下水道利用者
18,635 人 42.5

昭和５７年度

下水道法

上位施策事業名

根拠法令

快適な住環境の整備

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

特定環境保全公共下水道維持事業
農業集落排水維持管理事業

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）
下水道設備に起因するトラブルの減少。

％

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、整備した供用開始区域の下水道施設の維
持管理を行い、機能維持並びに事故防止を図る。

■自治事務　　□法定受託事務

主な施設管理事業
●年間業務委託
①電気保安業務
①－１　稲吉処理分区馬坂谷中継ポンプ場
①－２　宍倉処理分区（霞）清水入中継ポンプ場
①－３　宍倉処理分区（千）逆西中継ポンプ場
②ポンプ場維持管理業務
②－１　公共下水道（宍倉地区）ポンプ場維持管理業務
②－２　公共下水道ポンプ場維持管理業務
●その他下水道施設の維持管理業務
③公共下水道接続点流量計点検業務
④　管路点検・清掃業務
⑤　新治（笄崎）中継ポンプ清掃業務
⑥　逆西中継ポンプ場汚泥引抜清掃業務
⑦　除草作業委託業務

■業務委託 又は □指定管理　（委託先：別紙　発注一覧による　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

対　象
（誰・何を対象に）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 土木部

課長　金田克彦

予算事業名 下水道維持事業(施設管理業務)

下水道課業務

事務区分

担当課･係名

事業番号 １-5 平成23年度 
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昭和５７年度

事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 下水道維持事業(施設管理業務)

事業番号 １-5 平成23年度 

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円9,496

人 6,364 0.8

千円

千円

千円

9,49610,968 千円

千円

9,496 千円

千円

適正な維持管理を行い、機器の状況把握し、計画的な修繕を実施することで機器故障を未然に
防ぎ、機能維持と利用者の生活環境の保持につながる。

千円

人

その他特財の内容

人 0.8 人1.3 6,364

千円

千円

千円

人千円

3,234 千円

千円0.8 人 6,262

千円

千円 千円

千円

千円 人

人 6,262

3,234 千円

千円

千円3,737

事
業
成
果

単位

／総事業費

8,8521.1

1.1

4,604

人

10,968

臨時職員等

8,852

財源

内訳

財源合計

千円

事
業
実
績

【活動指標名】

千円

活動実績

一般財源

12,589

箇所

10,968

0.8

その他特財

千円

41

千円

千円千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

千円

千円

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

委託料

国県支出金

地方債

12,624

人

人

【成果指標名】 Ｈ22年度

0 0

4,604

Ｈ20年度

0

Ｈ21年度 Ｈ20年度

41

23年度（予算）

14,250 千円

14,250 千円

千円

千円

Ｈ21年度

10,513

事
業
費

千円3,772 千円

千円3,737事業費合計 3,772

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

ポンプ場維持管理

千円

10,513

千円

千円

12,589

総事業費

千円

千円

1.3 人

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）
　　　　別紙２

14,250

8

41箇所

中継ポンプ等施設修繕

単位 Ｈ22年度

1412

下水道事業において維持管理は不可欠な業務です。
整備後の下水道施設において、老朽化による維持管理費の増加は避けられないが、管理手法を見直すなど
コスト削減に努めるとともに、整備区域内における未接続世帯への加入促進を推進し、加入率向上を図
る。

下水道設備に起因する障害 件
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下水道台帳　平成23年3月31日現在より

7

馬坂谷中継P含

下原処理分区 （幹線） 646.67 622.27 20 0 19

角来処理分区 （幹線） 192.91 186.16 8 0 0

1

清水入中継P

小計 14,606.81 14,271.86 272 8 168

稲吉処理分区 （枝線） 57,149.36 55,557.88 1,923 28 3,207

下原処理分区 （枝線） 16,087.78 15,636.36 496 1 1,260

角来処理分区 （枝線） 7,541.26 7,325.71 245 0 633

神立処理分区 （枝線） 3,167.60 3,082.03 100 1 189

1

逆西中継P

宍倉処理分区(霞) （枝線） 7,273.93 7,067.73 284 2 570
ﾏﾝﾎｰﾙ､公桝は
幹線分を含む

小計 95,382.58 92,708.84 3,187 33 6,182

109,989.39 106,980.70 3,459 41 6,350

下水道維持事業にかかる委託業務発注一覧

番号 事　業　費

1 18,375

2 78,498

3 67,649

4 399,000

5 2,404,500

6 256,200

7 241,500

8 140,700

9 99,750

10 31,538

計 3,737,710

下水道維持事業　管理施設〔管路延長、マンホール数、公共桝数等〕　集計表

11,796.09 11,550.49 244

4,039.13 1394,162.65（枝線）宍倉処理分区(千) 323

1,971.14

路線延長
(ｍ)

管路延長
(ｍ)

マンホール
数（基）

稲吉処理分区 （幹線）

流
域
関
連
公
共
下
水
道

合計

処理区 備考

④　管路点検・清掃業務

⑦　除草作業

1,912.94 0 0宍倉処理分区(霞) （幹線）

149

マンホール
Ｐ数（基）

公共桝
（個）

②－２公共下水道ポンプ場維持管理業務

③　公共下水道接続点流量計点検業務

委　託　業　務　の　内　容

①－１電気保安業務　稲吉処理分区馬坂谷中継ポンプ場

①－２電気保安業務　宍倉処理分区（霞）清水入中継ポンプ場

①－3電気保安業務　宍倉処理分区（千）逆井中継ポンプ場

②－１公共下水道（宍倉地区）ポンプ場維持管理業務 新和アメニティ株式会社

株式会社　住恵

太陽計測株式会社　つくば営業所

有限会社　トヨダ

株式会社　東栄商事⑤　新治地内（笄崎）中継ポンプ清掃業務　　２回実施

⑥　逆西中継ポンプ場汚泥引抜清掃業務 三笠防水工業　有限会社茨城支店

かすみがうら市シルバー人材センター

委　　託　　先

財団法人　関東電気保安協会

財団法人　関東電気保安協会

財団法人　関東電気保安協会

マンホール数には、マンホールＰ数を含
む。但し、清水入･逆西中継Ｐは含まない

平成２２年度実績
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 教育委員会

来栖丈治

予算事業名 青少年育成事業

生涯学習課

事務区分

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

次世代を担う青少年の豊かな感性、社会性、創造性を培い、青少年の健全育成を図る。

対　象
（誰・何を対象に）

■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

１　青少年相談員に関する事業
　内容　　青少年相談員40人委嘱、任期2年、相談員連絡協議会の事務、相談員の市内
　　　　　巡回指導活動、研修など
　方法　　月2回の巡回指導活動、そのほか市内外お祭りへの巡回指導と協力
　経費　　相談員報酬                      　1200千円（1人年報酬3万円）
　　　　　旅費　　 　　                      320千円
２　青少年育成かすみがうら市民会議に関する事業
　内容　　規約に従い市民会議の事務全般、会費徴収、主催事業の実施、補助金交付、近隣
　　　　　や県組織との連携、交流など
　方法　　区長会の協力を得て市内各世帯から会費の徴収をする。
　　　　　市の青少年健全育成を目的とした活動に対し事業補助をする。
　経費　　青少年育成茨城県民会議への負担金　　45千円
　　　　　土浦地区青少年育成市町村会議連絡会　 4千円
３　かすみがうら市子ども会育成連合会、その他の青少年育成団体に関する事業
　内容　　子ども会育成連合会等への補助金交付、規約に従い子ども会育成連合会の事務全
　　　　　般、県組織との連携、交流など
　方法　　青少年の健全育成と市内子ども会の活性化のため、子ども会育成連合会の事
　　　　　務支援を行う。その他の自主的な青少年育成団体に対する事業補助を行う。
　経費　　茨城県子ども会育成連絡協議会負担金　　　　　　　　23千円
　　　　　かすみがうら市子ども会育成連合会活動促進補助金　 799千円
　　　　　ボーイスカウトかすみがうら市第１団活動促進補助金　27千円
　　　　　ガールスカウト茨城県第３団活動促進補助金　　　　  27千円
　　　　　職員旅費、消耗品　　　　　　　　　    　　   　　　6千円
４ 家庭の教育力充実事業に関すること
　内容　　家庭の教育力充実事業企画委員会（委員長菅澤庄治）を組織し、家庭教育
　　　　　学級と子育てひろばを実施する。
　方法　　家庭の教育力充実事業企画委員会に業務委託し、市内17校に家庭教育学級
　　　　　の開催助成（一校5万円）また、未就学児を対象に子育てひろばを年6回実
　　　　　施する。
　経費　　委託料　　　　　1400千円
５　成人式に関すること
　内容　　成人式の開催
　内容　　対象者の中から実行委員会を組織し、自主運営形式による開催を促進する。
　経費　　記念品等　　　　478千円
　　　　　郵送料　　　　　 96千円
　　　　　消耗品、食糧費 　44千円

■業務委託 又は □指定管理　（委託先：かすみがうら市家庭の教育力充実事業企画委員会会長菅澤庄治
）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：かすみがうら市子ども会育成連合会 ・ガールスカウト茨城県第3
団・ボーイスカウトかすみがうら市第1団　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

次代を担う青少年を育成することは、市の将来を築くことにつながる極めて重要なことである。また、子育てに
対する意識や地域の教育力を高めるため様々な事業が求められている。

目　的
（何をどうするた

めに）

■直接実施

3歳から20歳まで含む青少年人口　／　総人口
（Ｈ23.4.1現在） 7294 人 16.6

市が青少年育成関係者や団体と協力し、青少年の健全育成に取り組み、最終的には、市民全員で次代を担う
青少年を健全育成していく環境を創り続けていくこと。

平成17年度

かすみがうら市青少年相談員設置規則・かすみがうら市青少年
相談員連絡協議会会則・かすみがうら市茨城県青少年のための
環境整備条例施行規則

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画 第３章 第３節 青少年の健全育成

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

 

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）

％

事業番号 1-6 平成23年度 
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 青少年育成事業 平成17年度

事業番号 1-6 平成23年度 

17,861

376

1,226690

2551.6

４子育てひろば年間参加者数

7

24

97

24

Ｈ20年度

比較参考値
（他自治体での類似
事業の例など）

少ない職員数と財源の中、団体の事務局をもちながら経費を捻出し効率的に事業が行われている。
（土浦市青少年課職員５人、青少年指導員１人・石岡市生涯学習課青少年係職員３人、青少年指導員１人）

生涯学習課では、参加者からのアンケートや反省会、説明会などでの話し合いから事業の充実に努めてきた。
しかし、合併後継続実施している事業が多く固定化の傾向にある。今後は、高校生の保護者や高校生に対する
具体的な働きかけや事業がないので、近隣市の調査を行い企画立案し高校生会の再結成などに結び付ける。

５成人式の参加者数 人

36.8

３子ども会事業への参加者数 人

371

7 1

２青少年育成市民会議事業への参加者数

人

千円

千円

千円

千円

千円

23

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

１青少年相談員巡回指導

23年度（予算）

17,861 千円

17,861 千円

千円

千円

972

【成果指標名】

360

Ｈ22年度

480 472

人

１巡回指導中の指導件数 件 2

159 千円

千円441

1,170

576

Ｈ21年度 Ｈ20年度

46.537.4

千円

Ｈ21年度

13,748

千円

事
業
費

千円1,200 千円

千円

千円4,113

その他

事業費合計 4,469

48需用費

440

2421 千円

13,748

2,306

千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

旅費

次世代を担う青少年を健全育成することは、市の喫緊の課題となっている。本事業は、対象年齢に合わせて
様々な事業を展開しているため、青少年育成団体の協力は欠かせない。最終的には、地域の担い手となる青少
年の健全育成を、市民の共通理解とする環境の整備を目指している。

千円

千円

2650

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

千円

千円 千円

22,609

報酬

報償費

国県支出金

地方債

16,540

人

人

478

千円

16,540

総事業費

臨時職員等

12,071

財源

内訳

財源合計

千円

事
業
実
績

【活動指標名】

５成人式対象者数

千円

一般財源

16,540

千円

回

17,951

千円

いくつかの事業に細分化され成果指標化が難しかったため、数値目標化しやすいものとした。

事
業
成
果

単位

322 千円

／総事業費

12,0711.5

1.5

千円

千円

千円

13,524

4,427

千円

千円

2,570

1.7 人

千円

37千円

174 千円

73 千円

千円

1,170

千円

人

千円

17,951 千円

千円

1.7

93 千円

1,200 千円

456 千円

216 千円

2,564 千円

4,529 千円

千円2.3 人 18,080

千円

人

人 18,080

千円

千円

千円

千円

1.7 人

その他特財の内容

千円

千円

1.7 人

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円22,609

人 13,524 2.3

22,60917,951

千円 2564.4 2512.1

その他特財

千円

人

千円

効率指標
（事業費/活動指標）

総事業費 ／
１青少年相談員巡回指

導

総事業費 ／ ４ネットワーカー会議

2398
活動実績

５成人式対象者数 人 485 480

回

４子育てひろばネットワーカー会議

単位 Ｈ22年度

2.8

486

２青少年育成市民会議の会員口数 口 7965 7938 8135

３子ども会の会員数 人 2422

7.5

776.6 748 942

総事業費 ／
２青少年育成市民会議

の会員口数 千円 2.2 2.3

人 808 832 630

8.5総事業費 ／ ３子ども会の会員数 千円 7.4
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（ ）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

○市道路面及び法面等補修について、市道パトロール及び苦情・要望等により迅速に市道を確
認すると共に、直営による応急処理と業者施工により対応する。
○行政区長等の申請により、砕石及び生コン、Ｈ鋼・コンクリート柵板等土留資材、側溝蓋等
を支給する。砕石支給の場合、小運搬作業を直営及び砕石納入業者による運搬方法を用いる。
なお、２ｔダンプ運搬が困難な狭隘道路への小運搬について、行政区及び土地改良区等が実施
している。生コン支給については、農道及び坂路等において、行政区及び土地改良区等が実施
しており、掘削等費用については地元負担とする。土留資材、側溝蓋等を支給し、申請者が施
工するものとする。

関連事業
（同一目的事業等）

人 ％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事
業
概
要

事業の必要性
・実施の背景

市道を通行する車両及び歩行者等の安全性を確保すると共に、快適な道路環境を保持する必要
があることから、市道パトロールを実施するなど道路施設において適切な維持管理に努める。

目　的
（何をどうするた

めに）

定期的な市道パトロールの他、通常業務のなかで市道パトロールを実施すると共に、苦情・要
望等により迅速に市道の管理状況を確認し、路面陥没箇所等については直営により応急処理を
施し、業者請負等による補修工事を実施することで、安全で快適な市道を維持し、管理瑕疵に
よる事故を未然に防止することができる。なお、生コン等原材料支給による行政区等施工にお
いて工事予算の縮減が図れる。

目　標
（何がどうなれば

達成か）

市道パトロールにより路面陥没箇所等を早期発見することで、苦情・事故等が生じない段階での対応が
肝要である。

対　象
（誰・何を対象に）

市道及び法定外公共物〈水路等〉
対象者数（全住民に対する割合）

根拠法令
道路法　昭和29年12月9日、内閣告示第1号
第16条、第42条、第49条

担当課･係名 道路管路課維持係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 課長　渡辺泰二

事業シート（概要説明書）

予算事業名 道路維持管理事業 事業開始年度 昭和29年

上位施策事業名 かすみがうら市総合計画  第１章　第２節　交通基盤の充実 担当局・部名 土木部

事業番号  1-7  平成23年度 
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 道路維持管理事業 事業開始年度 昭和29年

事業番号  1-7  平成23年度 

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

維持管理上必要な補修等を実施している。道路施設の老朽化による補修要望も増えている現状もあり、維
持補修と整備計画を相互に検証することも大事である。なお、維持管理予算の確保と平準化を図ると共
に、市道パトロールについては、通常業務のなかで道路整備課と共有し連携した対応が望ましい。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）
道路法に基づき各自治体が維持補修等を行っている。

特記事項
(事業の沿革等)

成果指標設定
理由等

苦情件数の目標値は、年度当初の予測の件数であり、迅速に対応する。

道路・側溝・水路等に関する苦情処理 件/年 281 160

事
業
成
果

成果実績
（事業目標達成状況）

【成果指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度 Ｈ20年度

効率指標
（事業費/活動指標） 総事業費 ／

箇所 90 102 83

要望処理件数 件 97 105 83

68,945 千円

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度 Ｈ20年度

修繕箇所数

千円 68,945 千円

財源合計 69,049 千円 86,475 千円 78,402 千円

千円

その他特財の内容

一般財源 69,049 千円 86,475 千円 78,402

千円 千円

その他特財
千円 千円 千円

地方債 千円 千円

千円 千円

78,402 千円 68,945 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円

千円 2.1 人 16,437 千円

総事業費 69,049 千円 86,475 千円

人 16,983 千円 2.1 人 16,706

人 千円

人件費合計 2.1 人 16,899 千円 2.1

0 千円 人 千円

人 16,437 千円

臨時職員等 人 千円 人

千円 2.1 人 16,706 千円 2.1

千円

人
件
費

担当正職員 2.1 人 16,899 千円 2.1 人 16,983

千円

事業費合計 52,150 千円 69,492 千円 61,696 千円 52,508

千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

千円 千円 千円 千円

千円

千円 千円 千円

千円 6,796 千円

千円 千円 千円

55,109 千円 45,712 千円

原材料費 7,000 千円 7,300 千円 6,587

事
業
費

修繕費 45,150 千円 62,192 千円

千円コ
ス
ト

23年度（予算） 22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）
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番号 工事名 工事場所 工事内容 契約日 請負額

1
市道㋠8-1072・1965号線
堆積土撤去工事

下佐谷 堆積土撤去Ｌ＝209ｍ H22.4.13 H22.4.14 ～ H22.5.13 299,250

2
市道㋕6410号線
道路補修工事

牛渡
土留工事　L＝24m
生コン舗装　A=66m

H22.5.28 H22.5.29 ～ H22.7.12 1,155,000

3
市道㋕7034号線
排水補修工事

加茂
舗装打替　Ｌ＝18ｍ・Ａ＝
14.4㎡、ボックス側溝設
置

H22.5.26 H22.5.27 ～ H22.6.30 626,850

4
市道㋠8-2739号線
道路補修工事

下土田 舗装打替　A=81㎡ H22.5.31 H22.6.1 ～ H22.6.30 535,500

5
市道㋠8-2713号線
排水補修工事

粟田 既設ヒューム管補修 H22.5.7 H22.5.8 ～ H22.6.6 174,300

6
市道㋠8-1958号線
道路補修工事

上志筑
舗装打替
Ｌ＝116.5ｍ、Ａ＝359㎡

H22.6.3 H22.6.4 ～ H22.8.2 2,184,000

7
冠水時全面通行止
看板設置

上稲吉 通行止看板1基 H22.5.18 H22.5.19 ～ H22.5.28 36,750

8
市道㋠8-1477号線
道路補修工事

大峰
集水桝設置1箇所
排水管設置Ｌ＝2.2ｍ

H22.5.21 H22.5.22 ～ H22.6.30 299,250

9
市道㋠8-0828号線
道路排水整備工事

上土田
Ｕ字溝布設Ｌ＝35.0ｍ
縁石Ｌ＝15.0ｍ

H22.6.3 H22.6.4 ～ H22.7.8 294,000

10
市道㋕6298号線
道路補修工事

牛渡 舗装打替　L＝95.90㎡ H22.5.28 H22.5.29 ～ H22.7.2 577,500

11
市道㋕4049号線
道路補修工事

安食
土留工事　L＝3.6m
生コン舗装　A=79.90㎡
(3箇所)

H22.5.28 H22.5.29 ～ H22.7.2 577,500

12
市道㋠6-0011号線
道路補修工事

上土田 土留工事　Ｌ＝27ｍ H22.6.9 H22.6.10 ～ H22.7.14 459,900

13
市道㋠8-0381号線
道路補修工事

稲吉三丁目
舗装打替Ａ＝45㎡
区画線設置Ｌ＝15ｍ

H22.5.12 H22.5.13 ～ H22.6.11 299,250

14
市道㋠6-0004・7-0050号
線　排水補修工事

稲吉五丁目 Ｕ字溝蓋取替　2枚 H22.5.25 H22.5.26 ～ H22.6.2 17,800

15 宍倉地内排水補修工事 宍倉
Ｕ字溝清掃 Ｌ＝50ｍ
流末排水管布設 2箇所

H22.5.19 H22.5.20 ～ H22.6.11 157,500

16
市道㋠8-1611号線
道路補修工事

上土田
土留工事　Ｌ＝12ｍ
生コン舗装 Ａ＝9.6㎡

H22.5.24 H22.5.25 ～ H22.6.28 294,000

17
市道㋕0205号線
排水補修工事

牛渡
グレーチング修繕
(ボルト修繕・ゴム設置)

H22.5.26 H22.5.27 ～ H22.6.15 23,100

18
市道㋠8-1677号線
道路補修工事

下土田 土留工事　Ｌ＝7.5ｍ H22.6.14 H22.6.15 ～ H22.7.24 299,250

19
市道㋠8-1677号線
道路補修工事

下土田
生コン舗装　Ｌ＝27.0ｍ、
Ａ＝56.7㎡

H22.7.30 H22.7.31 ～ H22.9.8 299,250

20
市道㋠6-0011号線
道路補修工事

下稲吉
舗装打替　Ａ＝72.2㎡
Ｕ字溝清掃　Ｌ＝45.0ｍ

H22.8.6 H22.8.7 ～ H22.9.15 745,500

21
市道㋠8-2257号線
道路補修工事

下志筑 土留工事　L＝22.5m H22.8.26 H22.8.27 ～ H22.9.25 231,000

22
市道㋠8-2372号線
道路補修工事

市川
排水管設置　Ｌ＝26.7ｍ
集水桝設置1箇所

H22.6.25 H22.6.26 ～ H22.8.4 451,500

工期

平成２２年度　修繕工事一覧表
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23 ポール補修工事 稲吉南外 ポール補修　4箇所 H22.6.21 H22.6.22 ～ H22.6.30 18,900

24
市道㋕4049号線
排水補修工事

安食
Ｕ字溝入替
桝設置 1箇所

H22.6.7 H22.6.8 ～ H22.7.7 294,000

25
市道㋠8-1575号線
道路補修工事

下土田 土留工事　Ｌ＝4.7ｍ H22.7.30 H22.7.31 ～ H22.9.3 210,000

26
市道㋕2256号線
排水補修工事

三ツ木
排水管設置　Ｌ＝16.0ｍ、
桝1基

H22.6.28 H22.6.29 ～ H22.7.28 294,000

27
市道㋕0102号線
排水補修工事

戸崎
U字溝入替　L＝4.75ｍ
集水桝設置2箇所
舗装打替　Ｌ＝8.83㎡

H22.8.6 H22.8.7 ～ H22.9.27 903,000

28
市道㋕4027号線
流末排水整備工事

安食 排水管設置　Ｌ＝4.0ｍ H22.8.10 H22.8.11 ～ H22.9.9 283,500

29
市道㋠8-0509号線
道路補修工事

新治
舗装打替Ｌ＝114ｍ
Ａ＝327ｍ

H22.8.30 H22.8.31 ～ H22.10.29 1,848,000

30
市道㋠8-0340号線
道路改良工事

上稲吉
改良工事Ｌ＝189ｍ
舗装Ａ＝713㎡

H22.8.12 H22.8.13 ～ H22.11.22 8,022,000

31
市道㋕0102号線
道路補修工事

戸崎 土留工事　Ｌ＝9.0ｍ H22.9.3 H22.9.4 ～ H22.10.8 299,250

32
市道㋠8-1212号線
道路補修工事

雪入 土砂撤去・石積み設置 H22.7.30 H22.7.31 ～ H22.8.9 99,750

33
市道㋕0105・0206・6209
号線　排水補修工事

中台
土留工事　Ｌ＝1.5ｍ
Ｕ字溝布設　Ｌ＝1.1ｍ
法面復旧

H22.7.21 H22.7.22 ～ H22.8.30 294,000

34
市道㋕3113・3270号線
災害復旧工事

西成井
土留工事　Ｌ＝66.7ｍ
(8箇所)

H22.8.4 H22.8.5 ～ H22.10.3 2,394,000

35
市道㋕4152号線
災害復旧工事

柏崎 土留工事　Ｌ＝30.0ｍ H22.8.24 H22.8.25 ～ H22.10.25 1,848,000

36
市道㋕3265号線
災害復旧工事

西成井 土留工事　Ｌ＝24.0ｍ H22.8.24 H22.8.25 ～ H22.10.25 966,000

37
市道㋕3334号線
災害復旧工事

上軽部 土留工事　Ｌ＝12ｍ H22.8.9 H22.8.10 ～ H22.9.21 630,000

38
市道㋕3185号線
災害復旧工事

安食
土留工事　Ｌ＝6.0ｍ
張芝　A=45.3㎡

H22.8.4 H22.8.5 ～ H22.9.13 1,711,500

39
市道㋕0204号線
災害復旧工事

一の瀬上流 土留工事　L＝12.0m H22.8.4 H22.8.5 ～ H22.9.13 640,500

40
市道㋕0217号線
道路補修工事

三ツ木 舗装　A=8.4㎡ H22.9.3 H22.9.4 ～ H22.10.3 105,000

41
市道㋠8-1724号線
道路補修工事

下土田 舗装Ａ＝3.5㎡ H22.9.6 H22.9.7 ～ H22.9.13 32,550

42
市道㋕6356号線
災害復旧工事

牛渡
土留工事　L＝6.12m
U字溝再設置・U字溝蓋
設置4枚

H22.8.4 H22.8.5 ～ H22.9.13 567,000

43
市道㋕5118号線
災害復旧工事

田伏 土留工事　L＝21.83m H22.8.4 H22.8.5 ～ H22.9.13 598,500

44
市道㋕0105号線
災害復旧工事

中台
土留工事　L＝4.5m
U字溝清掃　L＝20m

H22.8.6 H22.8.7 ～ H22.9.15 756,000

45
市道㋕4027号線
災害復旧工事

安食
L型擁壁　L＝8.0m
土留工事　＝12.0m

H22.8.4 H22.8.5 ～ H22.10.3 1,228,500
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46
市道㋕3113号線
道路補修工事

西成井 土留工事　Ｌ＝16.5ｍ H22.9.13 H22.9.14 ～ H22.10.13 299,250

47
四万騎橋・十三塚橋緊急
剥落防止工事

上土田・下志
筑

剥落防止工事 H22.9.3 H22.9.4 ～ H22.9.17 17,040

48
市道㋕3406号線
道路補修工事

宍倉 土砂撤去 H22.9.30 H22.10.1 ～ H22.10.31 94,500

49
市道㋠8-0302号線
排水補修工事

下稲吉
U字溝布設替L＝96m
舗装延長Ａ＝188.0㎡

H22.8.30 H22.8.31 ～ H22.11.8 3,034,500

50
市道㋠8-0872号線
道路補修工事

上稲吉 土留工事L＝4.5m H22.9.30 H22.10.1 ～ H22.10.31 210,000

51
市道㋠8-1881号線
道路補修工事

下志筑
土留工事L＝3.0m
法面土のう積

H22.10.4 H22.10.5 ～ H22.10.24 100,485

52
市道㋕4199号線
道路補修工事

下軽部 土留工事L＝37.5m H22.9.27 H22.9.28 ～ H22.10.27 299,250

53
市道㋕0108・7046号線
標識設置工事

深谷 道路標識設置　2基 H22.10.8 H22.10.9 ～ H22.10.15 84,630

54
市道㋕3189号線
道路補修工事

安食 土留工事L＝6.0m H22.9.29 H22.9.30 ～ H22.10.31 189,000

55
市道㋕2644号線
道路補修工事

大和田
舗装打替A＝21.25㎡　ア
スカーブ設置L＝19.0m

H22.10.15 H22.10.15 ～ H22.11.13 262,500

56
市道㋕3113号線
道路補修工事

西成井 土留工事Ｌ＝7.5ｍ H22.9.30 H22.10.1 ～ H22.10.30 299,250

57
市道㋕3265号線
道路補修工事

西成井 土留工事Ｌ＝9.0ｍ H22.9.21 H22.9.22 ～ H22.10.31 294,000

58
市道㋠8-0117号線
災害復旧工事

上稲吉 土留工事Ｌ＝9.0ｍ H22.10.14 H22.10.15 ～ H22.11.24 882,000

59
市道㋕2391号線
災害復旧工事

三ツ木 土留工事Ｌ＝31.5ｍ H22.10.14 H22.10.15 ～ H22.12.13 766,500

60
市道㋕4149号線
災害復旧工事

柏崎
Ｕ字溝設置Ｌ＝53ｍ
集水桝設置

H22.10.15 H22.10.16 ～ H22.12.15 1,680,000

61
市道㋠8-0476号線・㋠8-
0479号線道路補修工事

稲吉東
五丁目

舗装打替Ｌ＝320ｍ、
Ａ＝1,016㎡

H22.11.4 H22.11.5 ～ H23.1.11 4,200,000

62
市道㋕7352号線
排水整備工事

牛渡
Ｕ字溝設置Ｌ＝32ｍ
舗装Ａ＝16㎡

H22.11.11 H22.11.12 ～ H23.1.11 1,291,500

63
市道㋕2381号線
道路排水工事

西成井
集水桝設置1基、
舗装Ｌ＝17㎡

H22.10.14 H22.10.14 ～ H22.11.14 299,565

64
市道㋠8-0223号線
道路補修工事

上稲吉
舗装打替Ｌ＝111ｍ、
Ａ＝415㎡

H22.11.15 H22.11.16 ～ H23.1.14 2,289,000

65
市道㋠6-0004号線
道路補修工事

下稲吉
舗装補修4箇所
Ａ＝17.67㎡

H22.10.27 H22.10.28 ～ H22.11.26 299,250

66
市道㋠8-0920号線
道路補修工事

中佐谷
舗装Ｌ＝90ｍ、Ａ＝63㎡
縞鋼板2枚、Ｕ字溝蓋145
枚

H22.11.9 H22.11.10 ～ H22.12.20 714,000

67
市道㋠8-0495号線
排水補修工事

稲吉
五丁目

排水路蓋コンクリート現
場打・調整

H22.11.4 H22.11.5 ～ H22.11.12 29,400

68
市道㋕7368号線
道路補修工事

牛渡
土留工事Ｌ＝15.0ｍ
土のう設置50体

H22.11.2 H22.11.3 ～ H22.11.30 283,500
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69
市道㋕1053・1064号線
排水補修工事

宍倉
(東宝ランド)

既設Ｕ字溝撤去Ｌ＝290
ｍ、グレーチング設置7箇
所

H22.11.29 H22.11.30 ～ H23.1.28 2,173,500

70
市道㋠8-2462号線
排水補修工事

中志筑
Ｕ字溝設置・撤去
Ｌ＝80ｍ

H22.11.29 H22.11.30 ～ H23.1.28 1,911,000

71
市道㋕7267号線
道路補修工事

深谷 法面整正　Ｌ＝19ｍ H22.11.4 H22.11.5 ～ H22.12.4 168,000

72
市道㋠6-0002・8-2334号
線　排水補修工事

市川
Ｕ字溝設置・撤去
Ｌ＝4.8ｍ

H22.11.15 H22.11.16 ～ H22.12.25 298,200

73
市道㋠7-0054号線
排水補修工事

粟田
集水桝補修1基、Ｕ字溝
蓋補修2箇所

H22.11.15 H22.11.16 ～ H22.12.15 299,250

74
市道㋕3265号線
道路補修工事

西成井
法面補修　A＝36.5㎡
砕石敷均し　A＝69㎡

H22.10.28 H22.10.29 ～ H22.11.26 298,200

75
市道㋕3240号線
道路補修工事

宍倉
土留工事　L＝51.0m
(5工区)

H22.11.29 H22.11.30 ～ H23.1.18 1,008,000

76
市道㋠8-0837号線
災害復旧工事

上土田 土留工事Ｌ＝40.5ｍ H22.10.5 H22.10.6 ～ H22.12.28 883,050

77
市道㋠8-2241号線
排水補修工事

中志筑
ヒューム管補修(モルタル
補修5箇所)

H22.11.18 H22.11.19 ～ H22.12.28 299,250

78
市道㋕5225・㋠8-0294号
線排水補修工事

田伏外
グレーチング部固定用ボ
ルト補修

H22.11.29 H22.11.30 ～ H22.12.29 99,330

79
市道㋠7-0057号線
道路補修工事

中佐谷 土留工事Ｌ＝3.0ｍ H22.11.24 H22.11.25 ～ H22.12.24 270,000

80
市道㋕2334号線
道路補修工事

西成井 土留工事Ｌ＝21ｍ H22.11.26 H22.11.27 ～ H22.12.28 299,250

81
市道㋕8149号線
道路補修工事

戸崎 崩落土砂撤去Ｌ＝8.0ｍ H22.12.6 H22.12.7 ～ H23.1.5 99,750

82
市道㋠8-0571号線
排水整備工事

新治 U字溝布設L＝10.2ｍ H22.11.29 H22.11.30 ～ H22.12.24 241,500

83
市道㋠8-0313号線
道路補修工事

下稲吉
U字溝・蓋布設L＝26.0ｍ
ＡＳ舗装Ａ＝24㎡

H22.12.24 H22.12.25 ～ H23.2.14 735,000

84
市道㋠8-1023号線
集水桝設置工事

下佐谷 集水桝補修1基 H23.1.25 H23.1.26 ～ H23.1.31 21,000

85
市道㋕4345号線
道路補修工事

田伏
アスファルト舗装
L＝10m、Ａ＝46㎡

H23.2.7 H23.2.8 ～ H23.3.15 290,850

86
市道㋠8-0575号線
道路補修工事

新治
Ｕ字溝設置L＝3.0ｍ
路面清掃・側溝清掃10ｍ

H23.2.14 H23.2.15 ～ H23.3.15 252,000

87
市道㋕5258号線
道路補修工事

田伏
土砂敷き均し、転圧
Ｌ＝30ｍ

H23.2.7 H23.2.8 ～ H23.3.15 51,450

88
市道㋠8-0476号線
道路補修工事

稲吉東5丁目
路面補修5箇所
A＝9.5㎡

H23.2.28 H23.3.1 ～ H23.3.30 210,000

89
市道㋕6297号線
道路補修工事

牛渡
路面補修2箇所
A＝18.9㎡

H23.2.28 H23.3.1 ～ H23.3.30 273,000

90
歩車道境界ブロック補修
工事

稲吉地内 補修1箇所 H22.12.20 H22.12.21 ～ H22.12.28 9,870

62,192,470
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（ ）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 教育委員会

館長　堀口家明

予算事業名 公民館活動推進事業

霞ヶ浦公民館

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

昭和３０年度

社会教育法、市公民館設置及び管理等に関する条例、市地区公民館
運営規則

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画 第３章　第２節　生涯学習の充実

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

下大津・美並・牛渡・佐賀・安飾・志士庫の６地区において、合同運動会、体育祭、球技大会、移動講
座、ハイキング、地域産業体験事業等を実施している。詳細は別添します。
地区館の組織は、地元有識者から館長、副館長（1名は小学校長）、主事の役職員（非常勤）を委嘱し、
また運営審議会を置く。霞ヶ浦公民館（現在３名）からは職員１名が担当するが、ほかの事務とともに２
地区を兼ねている。地区館には集落レベルで分館を設置し、分館長のほか専門部員（教養、体育、産業、
生活科学）が選出される。合同会議や各専門部員会議を開催し、地区ごとみんなで工夫し運営している。
１事業を行うにも役員会、部員会議、合同会議を数回開催し進めてゆくので、多くの係員が集い携わるこ
とで、地区民のニーズを反映しやすく、また、自分たちの地区を担っていくという意識が浸透しやすい。
実施内容は、学習、集会、レクリエーションなどであるが、参加形態は、例えば球技大会を見れば、チー
ム編成は任意の同好者のクラブチーム型でなく、主に隣近所で誘い合っており、勝敗目的よりも多くの人
が参加しやすいように地区ごとにローカルルールを話し合っている。「ママさん、パパさんの地域デ
ビュー」的に、近隣住民の融和や連帯に大変役立っている面がある。移動講座等でも、地域活性化や話題
の地域をみんなで見学することで、限界集落化が懸念される中で集落の話題や課題となり活力となること
も期待している。
近年立ち上げられた事業に、佐賀地区の地域産業体験事業がある。公民館会議等の際に、地域の後継者で
ある子供たちが近所の大人がどんな仕事をしているか分からないことに危機感を募らせたことから考案さ
れた。公民館の組織、人脈を生かし、学校や地域産業を巻き込み、土地に生きる素晴らしさや苦労、誇り
を伝えることで多くの賛同者を得た。２１年度後期「ワカサギ人口孵化」は広く報道され、また、同地区
館は工夫をこらした地域住民の学習活動に貢献しているとして、２２年度優良公民館として文科大臣表彰
されたが、その精神はほかの地区館も同じくする。

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

目　的
（何をどうするた

めに）

■直接実施

霞ヶ浦地区全住民
17004 人 39

対　象
（誰・何を対象に）

公民館事業のうち、市で企画運営する全市域を対象とする講座や映画会等の事業とは別に、地区住民が自
ら会議や口コミ等で意見を取りまとめ、幅広い年齢層の住民が交流・参加できる身近な事業を実施し、大
変喜ばれている。このように、地域住民と市が協力しながら、文化学習面はもとより事業実施を通して意
識の啓発等を行い、地域の連携や融和を進め、さらにはコミュニティづくりに資することを目的とする。

％

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）

地域コミュニティ、まちづくりの意識付け・基礎づくりを担っており、その意識を維持していくことが重要。制度の在り方
（大きな目標）は、地区館制度を廃止するか、或いは全市へ設置するかなどの議論を経て、現行制度を継続しつつ、
総合計画後期期間で検討することとしている。行政区や小学校区の在り方が地区住民の生活と密接な関係がある
ため、まず、市の全体像・方向性を明確にすることが先決で、市の現行制度の中で貴重なコミュニティ関連施策とし
てとらえている。単年度での目標は、事業を実施することで交流を活性化することであるが、それだけで達成・終了と
はならない。意識・関心は時によっても変わるので、ニーズに応じ地域の役員等と連携し事業内容を検討し啓蒙し続
けることが重要である。なお、市の予算査定の際は、事業の本旨を説明し重要性の理解を得たので、２１年度からは
ほぼ同額の事業費を配慮いただいている。

市民生活・福利の向上には、個人の活動とともに、地域の連帯や郷土意識に基づく、いわゆるコミュニ
ティ、まちづくり活動が重要である。公民館活動はもともと、一定区域の住民のためになるよう教養文化
を高め技術を習得し集会を行うことで社会生活に寄与することを目的としている。公民館は全国一律の運
営形態ではなく、地域によって様々に工夫されている。市教委は２１年３月、市教育振興基本計画を策定
する際に「地区公民館事業」について「学習機会の提供」とともに「コミュニティづくり」と２つの面を
位置付けている。

事業番号１‐8 平成23年度 
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 公民館活動推進事業 昭和３０年度

事業番号１‐8 平成23年度 

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

隣接市の石岡市では合併後も「旧八郷町地域の中央公民館と地区公民館制度」（旧旧町村単位に８館）と
「旧石岡地域の地区公民館制度」（中学校区４館）が併存しているのが類似している。土浦市の地区公民
館とまちづくり市民会議（中学校区８館）の制度等。

16,497

（各事業細目は資料に別掲する）

6分館

単位 Ｈ22年度

年間参加者総数 人

事
業
実
績

【活動指標名】

千円

活動実績

継続性が重要となる。地域のきずなと活性化のためには、ばらばらの事業でなく相乗効果を考えているの
で、厳しい財政事情を考えながら、現在の活動の質を維持できる最低限必要な予算などを地区役員ととも
に検討しているので、節減や工夫をして、世代を超えて伝えていきたい。なお、組織体制については、そ
れを取り巻く社会体制の変化に応じて対応すべきと、公民館運営審議会や教育委員会内部で現在までに整
理したので、学区や行政区が再編されれば人の交流は大きく変動するので、総合計画後期でその動向に対
応しようと計画している。

千円

1 人

千円

【成果指標名】 Ｈ22年度

6,501 5,852

16,886

16,192

前提として、人間の心や意識、継続することの効果を数値化できないことが、まず課題と思われる。事業
内容を周知することで、その時は参加できなくても良いことをやっていると理解を得て他の機会に協力を
得られることもあるが、善意の気持ちなどは数値化は難しい。

千円1

千円

6

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

事業実施数（実施地区公民館数）

千円

Ｈ20年度

6

23年度（予算）

16,497 千円

16,497 千円

千円

826 千円

千円事
業
費

26

2,805

7,820

Ｈ21年度 Ｈ20年度

千円

Ｈ21年度

8,087

千円

千円2,851 千円

千円

千円8,410

8,087

人

千円

事業費合計 8,839

300役務費

18

千円1,215 千円 1,086

千円

28

賃金

千円

1,169

千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

需用費

昭和の大合併後に中央公民館と、以前の旧村単位に地区公民館を組織した。昭和３８年には農村モデル図
書館を全国で初めて建設し学習会を活発化するなど、教育に注力し、地域ごとの特色も尊重してきた。行
政の連絡・運営や小学校区の活動など、社会生活が地区単位でまとまりやすかったので、コミュニティ意
識も世代を継いで培われてきたことと思われる。

千円

千円

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

千円

報酬

旅費

国県支出金

地方債

16,886

人

事
業
成
果

単位

891 千円

／総事業費

8,0471

1

成果指標設定
理由等

総事業費

臨時職員等

8,047

財源

内訳

財源合計

千円一般財源

16,886

その他特財

千円

千円

使用料・賃借料

7,955

8,237

千円

人

千円

16,192

人 7,955

千円

千円

千円

288千円

696 千円

288 千円

千円

2,797

千円

千円 1,175 千円

8,742 千円

千円1 人 7,436千円

288 千円

2,829 千円

24 千円

890 千円

1,980 千円

16,178 千円

人

人 7,436

人

その他特財の内容

千円

人 1 人1

千円

千円

1千円

人

千円

16,17816,192 千円

千円

成果実績
（事業目標達成状況）

千円16,178

千円

千円

1,980 千円 1,980 千円 1,980 千円

1,556 千円報償費 1,740 千円 1,405 千円 1,279
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平成２２年度地区公民館事業について 

 
１ 球技大会 

地  区 期  日 種  目 参加チーム数 結果（優勝） 

下大津 ７月 ４日 
ソフトボール ９チーム 崎浜 

バレーボール ７チーム 大前 

美 並 

６月 ６日 
ソフトボール ７チーム 男神・牧ノ内 

バレーボール ２チーム 上高谷 

９月 ５日 
グランドゴルフ ２５名  

ソフトバレーボール ３チーム 順位関係なし 

牛 渡 ６月２７日 
ソフトボール ９チーム 下郷・宮馬場 

バレーボール ７チーム 房中 

佐 賀 ６月２０日 
ソフトボール ６チーム 有河・一ノ瀬 

バレーボール ４チーム 有河 

安 飾 ６月１３日 
ソフトボール ９チーム 平 

ソフトバレーボール ６チーム 柏崎 B 

志士庫 ７月１１日 

ソフトバレーボール ３チーム 天神 B 

ユニカール・バドミン

トン・卓球 
１８名 実技体験 

チーム数   ７２チーム  

 

２ 体育祭 

地区名 期 日 会 場 参加者数 備 考 

下大津 ９月１９日 下大津小学校  ５００名 小学校合同 

美 並 １０月１７日 美並小学校  １，５００名  

牛 渡 ９月１８日 牛渡小学校  ５００名 小学校合同 

佐 賀 ９月１８日 佐賀小学校  ６１５名 小学校合同 

安 飾 ９月１８日 安飾小学校  ５００名 小学校合同 

志士庫 １０月１日 戸沢公園運動広場  １，０００名  

人数計    ４．６１５名  

 

３ ハイキング 

地区名 期 日 行 先 参加者数 備 考 

下大津 １０月１３日 群馬県安中市(碓氷峠) 大８０ 小０ 計８０名 バス３台 

美 並 １１月７日 群馬県安中市(碓氷峠) 大８５ 小８ 計９３名 バス２台 
牛 渡 １０月３１日 群馬県安中市(碓氷峠) 大１０３ 小４ 計１０７名 バス３台 
佐 賀 １０月３１日 山梨県甲府市(昇仙峡) 大６７ 小４ 計７１名 バス２台 
安 飾 １１月７日 群馬県安中市(碓氷峠) 大４０ 小２ 計４２名 バス１台 
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志士庫 １１月７日 群馬県安中市(碓氷峠) 大９９ 小６ 計１０５名 バス３台 
人数計   大４７４ 小２４ 計４９８名 バス１４台 

 

４ 移動講座 

地区名 期 日 行 先 参加者数 備 考 

下大津 ２月２０日 
東京都(羽田空港・スカイ

ツリー・靖国神社) 
大１１４ 小９ 計１２３名 バス３台 

美 並 ６月２７日 

山梨県大月・勝沼方面(リ

ニア見学センター・ハー

ブ庭園外) 

大７９ 小６ 計８５名 
バス２台 

牛 渡 ２月１３日 
東京都(江戸博物館・お

台場) 
大１０３ 小４ 計１０７名 バス３台 

佐 賀 ８月２２日 

神奈川県箱根方面（大

涌谷観光センター・アサ

ヒビール㈱神奈川工場） 

大６７ 小４ 計７１名 バス２台 

安 飾 ２月２０日 
東京都(NHK・東京タワ

ー・柴又帝釈天) 
大６９ 小９ 計７８名 バス２台 

志士庫 ８月８日 

千葉県成田市・香取市

方面(航空博物館・房総

の村・佐原の街並) 

大５５ 小２ 計５７名 バス２台 

人数計   大４８７ 小３４ 計５２１名 バス１４台 

 

５ 歩く会 

地区名 期 日 場 所 参加者数 備 考 

美 並 ２月１３日 
深谷・加茂・幕田の史跡を巡るコー

ス(７．３ｋｍ) 
６０名 

 

牛 渡 ３月１３日 牛渡地区（７．５km） 
中 止 

(大震災のため) 

(約８０名予

定) 

佐 賀 ２月１９日 
坂地区の史跡を巡るコース(５．９ｋ

ｍ) 
８５人 

 

志士庫 ３月１３日 
志士庫地区東部の史跡を巡るコー

ス（８ｋｍ） 

中 止 

(大震災のため) 

(約６０名予

定) 

人数計   １４５名  

 

６その他 

地区名 期 日 種 類 場 所 参加者数 備 考 

牛 渡 １月１３日 
伝統行事事

業 
牛渡小学校 

牛渡小 1,2 年生外 

３５名 
ならせ餅 

安 飾 １１月２０日 安飾まつり 安飾小学校 約 ２００名 収穫祭・歩く
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会・音楽鑑賞 

佐 賀 ７月４日 
地域産業 

体験事業① 
實傳寺 

佐賀小 5,6 年生外 

５３名 
坐 禅 

佐 賀 

１０月２９日 
地域産業 

体験事業② 

佐賀小学校 
佐賀小 1,2,3年生外 

５９名 

いもについて

の学習会 

１１月１日 
㈱ポテト貝

塚所有の畑 

佐賀小 1,2,3年生外 

６１名 
いもほり体験 
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１　球技大会

地　　区 事 業 費 対象者 購入品等内容

下大津 150,111 中学卒業以上 審判謝礼、等賞、ボール、係応援弁当

美　　並 76,356 中学卒業以上 審判謝礼、等賞、ボール、係弁当、ペナント

牛　　渡 97,480 中学卒業以上 審判謝礼、等賞、ボール、係弁当、ペナント

佐　　賀 84,855 中学卒業以上 審判謝礼、等賞、ボール、係弁当、ペナント

安　　飾 74,455 中学卒業以上 審判謝礼、等賞、ボール、係弁当、ペナント

志士庫 30,787 中学卒業以上 審判謝礼、等賞、ボール、係弁当、ペナント

合　計 514,044

２　体育祭

地　　区 事 業 費 対象者 購入品等内容

下大津 207,266 未就学児からお年寄り 等賞、一般児童参加賞、花火、薬、石灰、雷管、

美　　並 292,308 未就学児からお年寄り 等賞、一般児童参加賞、花火、薬、石灰、雷管、

牛　　渡 236,690 未就学児からお年寄り 等賞、一般児童参加賞、花火、薬、石灰、雷管、

佐　　賀 205,502 未就学児からお年寄り 等賞、一般児童参加賞、花火、薬、石灰、雷管、

安　　飾 235,214 未就学児からお年寄り 等賞、一般児童参加賞、花火、薬、石灰、雷管、

志士庫 333,305 未就学児からお年寄り 等賞、一般児童参加賞、花火、薬、石灰、雷管、

合　計 1,510,285

3　移動講座・ハイキング

地　　区 事 業 費 対象者 購入品等内容

下大津 152,250 未就学児からお年寄り バス１台分だけ支出\68,250/84,000

美　　並 168,000 未就学児からお年寄り バス１台分だけ支出\84,000/84,000

牛　　渡 168,000 未就学児からお年寄り バス１台分だけ支出\84,000/84,000

佐　　賀 199,500 未就学児からお年寄り バス１台分だけ支出\99,750/99,750

安　　飾 178,500 未就学児からお年寄り バス１台分だけ支出\84,000/94,500

志士庫 157,500 未就学児からお年寄り バス１台分だけ支出\73,500/84,000

合　計 1,023,750

４　歩く会

地　　区 事 業 費 対象者 購入品等内容

下大津 0

美　　並 29,344 未就学児からお年寄り ペン、焼きそば、野菜、容器

牛　　渡 23,961 未就学児からお年寄り 楽しみ会賞品、容器

佐　　賀 31,065 未就学児からお年寄り 焼きそば、道具、容器

安　　飾 0 （安飾まつりで同時開催）

志士庫 8,955 未就学児からお年寄り 包丁、袋、

合　計 93,325

５　その他

地　　区 事 業 費 対象者 購入品等内容

下大津 0

美　　並 0 （ふれあい球技は球技大会に）

牛渡ならせ餅 0 小学生 （今年は役員が持参）
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佐　　賀 0

安飾まつり 55,104 未就学児からお年寄り もち米、ガス代、講師謝礼

志士庫ターゲット
バードゴルフ大会

3,486 未就学児からお年寄り 係員弁当

合計 58,590 0

共通事務費（需用費）
117,412 4,872 インクカート

59,356 色紙、拡大用紙
29,394 コピー用紙Ａ４，Ａ３
2,550 電池

13,053 テープ、マジック、のり等
8,187 クリップ、修正液ほか事務用品
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（ ）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 環境経済部

課長 藤﨑 宏明

予算事業名 観光ＰＲ推進事業

観光商工課 観光商工係

事務区分

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

　上記の課題に対して重点的に取り組むため、市では、将来的な産業振興策「美味多彩『湖山
の宝』発掘プロジェクト」をまとめ、合併自治体の課題に対する県支援事業に応募・提案した
ところ、平成19年度に採択され、当該プロジェクトを具現化するための道筋を示した調査報告
書が策定された。これをもとに、平成21年度から「観光ＰＲ推進事業」として予算化、観光パ
スポートの発行や来訪者を料理で「おもてなし」するプロジェクトを推進し、首都圏から近い
という立地条件を生かした、身近で気楽な観光エリアとしての魅力を高め、交流人口の拡大を
図ることとしている。

対　象
（誰・何を対象に）

■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

１．湖山の宝「食」普及促進事業
　地域共通のおもてなし料理としてハンバーグ料理の普及を進める。市内の参加16店におい
て、地元農水産物をふんだんに使用したオリジナルハンバーグをおもてなしメニューとして平
成22年3月から一斉に提供を開始した。ホームページやガイドブックによるＰＲを充実させるほ
か、消費意欲を掻き立てるキャンペーンにも取り組み、各飲食店への誘客を促すとともに、地
場産品の消費拡大にもつなげる。また、関連事業として地元食材の魅力を高めるご当地弁当の
開発を進めており、市の特産物の高付加価値化を図る。
２．「湖山の宝」巡りパスポート
　来訪者の市内周遊を促進するため、観光スポットでのクーポンやポイントスタンプのサービ
ス機能を備えた観光アイテムとして発行し、リピーターの確保と観光交流人口の拡大を図る。
３．帄引き船シンポジウム開催支援事業
　「平成百景」に選ばれた霞ヶ浦と帄引き船を地域の個性と永続的な街づくりのシンボルとし
て位置付け後世に伝えるため、平成23年度にシンポジウムを開催する。
４．観光ＰＲ広報活動
　市内各団体と連携しながら、観光果樹園・特産品・帄引き船操業などの各種観光ＰＲパンフ
レットを活用して消費の拡大と観光客の増加を図る。
　平成23年度は震災以降、各地で復興支援や風評被害対策イベントが開催され、これに積極的
に参加することで9月末現在、県外でのＰＲ活動を約30回行っている。

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

　本市の観光振興については、古くから「果樹のふるさと」と称される千代田地区の観光果樹園と霞ヶ浦
の観光帆引き船を中心に、中小規模の観光資源をプラスした周遊観光として促進してきた経緯がある。
　しかしながら、果樹園は、市場価格の低迷と他産地の台頭、担い手不足などから閉園が相次ぎ、来客
数が減尐傾向にある。また、帆引き船は近年、観光帆引き船として復活し年々客足を伸ばしているもの
の、技術の継承という側面から将来的な発展の確証を得ていないところである。
　このようなことから、従来の観光資源や特産品などを紹介するとともに、一年を通して観光客を呼べる
体制づくりが、合併した本市にとって緊急の課題とされていた。

目　的
（何をどうするた

めに）

□直接実施

近隣地域及び首都圏観光客
人

　本市特有の観光資源や豊富な特産品などをアピールし、交流人口の拡大に寄与することで、入込観光
客数の増加・観光果樹園や周辺の飲食店、直売所等の売り上げ増に繋げる。また、将来的に民間主導
でのイベント開催やご当地ＰＲ活動へと誘導し地域経済の発展を促す。

％

平成17年度

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画　第４章　第４節　観光の振興

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

　地場産業振興支援事業（企画課所管・平成23年度～）
　市の産業振興に寄与する事業に取り組む意欲ある企業に対して、次年度以降の事業化を目指
し必要な技術や知識の習得を支援している。具体的には、特産品開発の一環として「地ビー
ル」の製造技術を研究中である。

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）

事業番号2-１ 平成23年度 
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 観光ＰＲ推進事業 平成17年度

事業番号2-１ 平成23年度 

538 213

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

土浦市：ツエッペリンカレー　　石岡市：しし鍋
つくば市：パンの街　　　　　　行方市：なまずハンバーグ

　市内16ケ所の飲食店が参加する「おもてなし料理」の提供を切り口とした、飲食産業の活性
化への取り組みについては、現在のところ行政主導で進められているところである。しかしな
がら、観光交流事業における活用やかすみがうらマラソン弁当の開発、おもてなしラリーキャ
ンペーンの実施など、様々な活躍の場を提供することにより、次第に各店舗で積極性が感じら
れつつあり、今後、事業者自らの主体的な経済活動に発展することが期待される。また、市民
を巻き込んだ事業展開を図ることにより、同種の事業者にも認知され参加企業者の拡大に繋が
ることが見込まれる。

事
業
成
果

24,778

10,000

9回

観光ＰＲ時のパンフレット配布枚数

単位 Ｈ22年度

100,00010,000

8

Ｈ20年度

千円

千円

千円

千円

観光イベント事業に参加した団体数

　かすみがうら市固有の小規模ながら多様な資源の活用に向け、来訪者が見学や体験可能な条
件整備を行うとともに、ターゲットに応じた周遊プランを開発し、これらの情報のＰＲを強化
することで、かすみがうら市の湖山の宝を巡る周遊観光を推進する。

120

入込観光客数 人

【成果指標名】 Ｈ22年度

千円

8

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

観光ＰＲ回数

23年度（予算）

24,778 千円

19,298 千円

千円

千円

5,480

207,081 227,664

件

単位

観光パスポート申請件数

千円

千円408

100

221,766

Ｈ21年度 Ｈ20年度

108

千円

Ｈ21年度

17,791

千円

事
業
費

千円50 千円

千円

千円6,987

負担金、補助及び交付金

事業費合計 20,779

68役務費

4,137 千円

17,791

1,099

千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

需用費

　平成19年度　美味多彩「湖山の宝」発掘調査を踏まえて、市固有の地域資源を「湖山の宝」
と位置付け、平成21年度から事業に着手した。事業の展開を通じて豊かな自然環境を生かした
観光産業を振興することで来訪者の需要を喚起し、交流人口の拡大を目指している。

千円

13,241 千円

千円

国県支出金の内容 ふるさと雇用再生特別基金事業

千円

千円 千円

18,662

人

人

報償費

旅費

国県支出金

地方債

38,482

人

人

844

委託料

17,703

財源

内訳

財源合計

人
件
費

担当正職員

人件費合計

事
業
実
績

【活動指標名】

入込観光客数

千円

活動実績

一般財源

38,482

円

枚

24,579

2,333 千円

／総事業費

17,7032.2

2.2

千円

22,241 千円

千円

千円

17,103

7,476

千円

千円

1,555

2,688 千円

人

千円

千円

3,073 千円

60 千円

千円

千円

人

千円

24,579 千円

1,995 千円

千円

千円

4 千円

千円

千円

1,439 千円

1,443 千円

千円2.2 人 17,219

千円

人 17,2192.22.2 千円

千円22,584

自治総合センター助成金

千円

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円18,662

人 17,103 2.2

18,662千円

千円

人

その他特財の内容

千円

人 2.22.2 人

その他特財
千円

千円

総事業費

3,000

臨時職員等

件 155 174 110

13,347 千円 5,480 千円

千円
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人件費

平成22年度 千円
利益剰余金

（または繰越欠損金）

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

千円団体の支出概要
（平成22年度）

総計 ５，４８０千円

２，８８７千円 当該業務専任者として失業者を雇用。

県からの財政支出金 千円

その他

千円

管理費

千円

事業費 ２，５９３千円

千円

非常勤

金額

「湖山の宝」ＰＲ手法の充実、及び新たな観光型地場
産業を示唆した特産品調査。

その他 千円

金額 概要（詳細等）項目

千円

千円

資本金

役員

％ 職員

団体概要

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB）

うち
（出向／OB）

団体の収入概要
（平成22年度）

うち
（出向／OB）

市町村からの財政支出金

総計 ５，４８０千円

委託料・指定管理料

補助金

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）

　雇用対策として失業者の雇用および雇用期間を原則として1年以上とすることを条件として、提案企画内容を審
査した経緯があり、雇用内容、事業姿勢などにおいて当該業者が他社より優れていることが認められたことから、
第１順位契約交渉権者として契約に至った。また、受託業者は、平成21年度に失業者を新規雇用して事業を継続
させており、当該雇用期間について1年未満となっていた。さらに、前年度事業の成果を利活用する内容が伴い、
遂行上その関連性と継続性が事業効果を得るために欠くことのできない要件とされ、随意契約によって事業継続
している。

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要

「湖山の宝」モバイル、ショッピングサイト

３４千円

１６８千円

１６８千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 湖山の宝「食」普及促進事業委託 事業開始年度 平成21年度

団体名 株式会社　情報技術

金額

企画／構成 資料作成

データ制作

調査、編集 ４２０千円特産品等開発の調査

１，８０３千円

プログラム ショッピングカート初期導入費

２，８８７千円

PR ガイドブック、エコバック、二次元コードシール

人件費

５，４８０千円委託料・補助金　総額

項目

国からの財政支出金

監事

市出資金

出資比率

ふるさと雇用再生特別基金事業５，４８０千円

千円

概要（詳細等）

事業番号１ 事業番号2-１ 平成23年度 
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補足説明資料（観光ＰＲ推進事業） 

 

１ 湖山の宝「食」普及促進事業 

・美味多彩！「湖山の宝」おもてなしラリーキャンペーン 

■地域観光において、来訪者をもてなす体制を構築するため、地元食材をふんだんに使用

したオリジナル料理の提供をはじめ、新たな付加価値を付けた商品の普及促進を目的と

する。 

□おもてなし料理店１６店舗のうち１５店舗が協賛し、「ハンバーグ料理」をテーマとし

たラリーキャンペーンを実施。全店舗を食べ歩いていただくことを目的に格安でメニュ

ーを提供する。また、携帯電話等モバイルを使用したシステムを構築し、全店舗制覇し

た方には先着順で記念品を進呈する。関連して平成 22 年度から「湖山の宝」に関連す

る「おもてなしガイドブック」「モバイル版ホームページ」「啓発用品（エコバック）」

を作成したほか、特産品等開発調査を行った。 

 

２ かすみがうら「湖山の宝」巡りパスポート 

■パスポートについては、交流人口の拡大とリピーターを確保していく必要性から、当該 

地域に対しての優位性を高めるために市外在住者に限り提供している観光サービス。 

□会員（交流人口）の拡大と、既存会員のパスポート利用を喚起するため、パスポートサ

ービス機能を充実させていくことが重要となることから、本年８月には増刷と合わせて

新たなサービスを追加させてのリニューアルを施した。 

サービスの一例：観光果樹園入園料１０％off、帆引き船乗船 500円 OFF、ほか 

※交付件数（市外）Ｈ21=213件／Ｈ22=624件／Ｈ23=364件（9/22現在）/合計=1,201件 

 

３ 帆引き船シンポジウム開催支援事業 

①期日：平成 24年 2月 11日（土） 

②会場：土浦市民会館（土浦市東真鍋町 2-6） 

③主催：霞ヶ浦帆引き船シンポジウム実行委員会、かすみがうら市、 

（財）自治総合センター 

④後援：総務省、茨城県、国土交通省霞ヶ浦河川事務所、土浦市、行方市、読売新聞社、

旅行読売新聞社、かすみがうら市観光協会、土浦市観光協会、行方市観光協会、か

すみがうら市商工会、霞ヶ浦漁業協同組合、霞ヶ浦北浦水産加工協同組合、ＪＡ土

浦、利根舟運・地域づくり協議会 

⑤内容 

・基調講演 柳生博   ■テーマ （仮）自然との共生～守りたい宝～ 

・パネルデスカッション ■テーマ 未来に出航！霞ヶ浦の帆引き船 

・写真展示  ■２００１～２０１１フォトコンテスト上位入選作品パネル展示 

■２００１１フォトコンテスト応募作品展示 

⑥事業費：３０００千円 （財）自治総合センター助成事業 
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４ 観光ＰＲ広報活動 

実施日 イベント名・場所 参加団体 

4月 8日～10日 

 

有楽町駅前交通会館マルシェ 

 

JA土浦・JA茨城千代田・山内農園（上

佐谷） 

4月 9・10日 板橋区ﾊｯﾋﾟｰﾛｰﾄﾞ大山商店街イベント会場 

「第２回湖山の宝フェア」   

一般社団法人アグリかすみがうら 

4月 29・30日 かすみがうら物産フェア inお台場 JA土浦・JA茨城千代田・商工会青年部・

新作物推進協議会・帆引き船まつり実

行委員会・ひので酪農業協同組合、市

畜産協会・千代田果樹観光協会 

5月 3・4・5日 帆引き船フェスタ（歩崎公園） 市内個人農家・ふるさと出島の会他 

5月 12日 県主催の物産市（丸の内・東京海上日動） 商工会青年部 

5月 14・15日 板橋区ﾊｯﾋﾟｰﾛｰﾄﾞ大山商店街イベント会場 

「第３回湖山の宝フェア」          

一般社団法人アグリかすみがうら 

5月 15日 板橋区熊野町イベント 一般社団法人アグリかすみがうら 

5月 26・27日 県主催の物産市（丸の内・日本生命） 商工会青年部 

6月 2日 第 30回横浜開港祭・東日本物産展 一般社団法人アグリかすみがうら 

6月 5日 板橋区高島平地域復興支援イベント・イナ

リ通り商店街 

一般社団法人アグリかすみがうら 

7月 3日 上板橋イベント 商工会青年部 

一般社団法人アグリかすみがうら 

7月 6日 県主催の物産市（丸の内・明治安田生命） 商工会青年部 

7月 9日 板橋区蓮根商店街イベント（蓮根阿波踊り） 一般社団法人アグリかすみがうら 

7月 16日 ディズニー・イクスピアリ物産フェア 商工会青年部 

7月 22日 筑波観光ＰＲ（秋葉原駅前） 筑波ブロック担当職員 

7月 24日 板橋区蓮根商店街イベント（打ち水大作戦） 一般社団法人アグリかすみがうら 

7月 28日 茨城県復興夏祭り（つくば市） 商工会青年部 

7月 30日 観光ＰＲイベント（友部・守谷ＳＡ） 観光商工課職員 

7月 30日 石岡七夕まつり 商工会・観光商工課職員 

7月 31日 板橋区宮元町納涼祭 一般社団法人アグリかすみがうら 

8月 6日 2011神宮外苑花火大会 商工会青年部 

8月 8日・9日 板橋区ﾊｯﾋﾟｰﾛｰﾄﾞ大山商店街イベント会場 

「第４回湖山の宝フェア」    

一般社団法人アグリかすみがうら 

8月 27日・28日 大山商店街夏祭り 一般社団法人アグリかすみがうら 

8月 28日 黄門マルシェ・イベント 繭クラフト研究会 

8月 28日 
フレンドリータウンデイズ（カシマスタジ

アム） 
市物産会・千代田果樹観光協会 

9月 14日・15日 
板橋区ﾊｯﾋﾟｰﾛｰﾄﾞ大山商店街イベント会場 

「第５回湖山の宝フェア」    
JA茨城千代田 
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●施設別入込観光客数                                          

（単位：人） 

  
郷土資

料館 
水族館 

あゆ

み庵 
果樹観光 

雪入ふ

れあい

の里 

観光帆

引き船 

三ツ石

森林公

園 

富士見塚 

古墳公園 
合計 

平

成

18

年 

11,962 39,049 568 119,000 16,207 518 540 11,199 199,043 

平

成

19

年 

12,027 37,612 599 122,000 15,932 686 730 11,579 201,165 

平

成

20

年 

11,412 34,859 654 144,000 16,653 361 2,332 11,495 221,766 

平

成

21

年 

13,324 37,812 506 142,000 19,308 553 1,828 12,333 227,664 

平

成

22

年 

11,358 34,168 448 139,000 11,680 803 937 8,687 207,081 
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（ ）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

【公設放課後児童クラブ】
　　○対象児童　　　市内小学校の１年生～３年生（４年生以上は定員に余裕のある場合）
　　○開 設 日　    月曜日～金曜日　放課後～午後６時
　　　　　　　　　　第２土曜日    　午前８時30分～午後12時30分
　　　　　　　　　　休校日        　午前８時～午後６時
　　○閉 設 日      土曜日（第２土曜日除く）・日曜日・国民の祝日・盆期間・年末年始・臨時休校日等
　　○延長保育      午前７時～午前８時（無料）及び午後６時～午後７時（有料）
　　○実施場所　　　市内12小学校余裕教室（定員420名）及び３児童館（定員150名）
　　○募集方法　　　市内児童館・保育所（園）・小学校等に情報掲示及び市ホームページを通して募集
　　○実施内容　　　・子どもの健康管理、安全確保、情緒の安定に係る活動
　　　　　　　　　　・基本的生活習慣の確立に向けた指導
　　　　　　　　　　・遊びや体験を通じ自主性、社会性、創造性を培う活動
　　　　　　　　　　・保護者への連絡、支援、連携
　　　　　　　　　　・放課後児童クラブ以外の子どもや地域住民との交流活動
　　○利用料金　　　運営負担金・延長保育負担金／各々月額3,000円・（途中入会・退会　日額300円）

【民設放課後児童クラブ】
　　○対象児童　　　市内小学校の１年生～６年生
　　○開 設 日　　  月曜日～金曜日　放課後～午後７時30分
　　　　　　　　　　土曜日  　　  　午前７時30分～午後７時30分
　　　　　　　　　　休校日        　午前７時30分～午後７時30分
　　○閉 設 日      日曜日・国民の祝日・盆期間・年末年始等
　　○実施場所　　　児童クラブプルミっこ（定員50名）・メロディハウス児童クラブ（定員20名）
　　○基本料金　　　月額7,000円（おやつ・お迎え・教材費等含む）

関連事業
（同一目的事業等）

　放課後子どもプランに基づき放課後児童クラブと連携して放課後こども教室（生涯学習課）
を実施

1,216 人 2.78 ％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：実施主体  　実施主体：かすみがうら市）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）
事
業
概
要

事業の必要性
・実施の背景

　尐子化や核家族化の進行、共働き家庭の増加など、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変
化し、家庭や地域における子育て力の低下や子ども同士が育ち合う機会が尐なくなっているこ
となどから、家庭と仕事の両立を支援し、子どもの健やかな育ちや放課後における安全を確保
する放課後児童クラブの必要性はますます高まっている。

目　的
（何をどうするた

めに）

　保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象として、放課後の時間帯において保護者
の替わりに家庭的機能の補完をしながら生活の場を提供し、遊びや生活を通して児童の健全育
成を図ることを目的としている。

目　標
（何がどうなれば

達成か）

　実施箇所を着実に増やし、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の安全と居場所を確
保し、児童の健全育成・指導・遊びによる発達を助長すること。
　自分の遊びや生活を時間も含めて自己管理できるようになるよう、実情に応じたきめ細かな
子育て支援サービスを提供すること。

対　象
（誰・何を対象に）

　保護者が労働等により昼間家庭にいない概ね10歳未満(市内小
学校の１年生～３年生)の児童を対象とする。

対象者数（全住民に対する割合）

根拠法令 児童福祉法・かすみがうら市放課後児童クラブ条例 担当課･係名 子ども福祉課・児童館

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 課長　金子治虫

事業シート（概要説明書）

予算事業名 放課後児童健全育成事業 事業開始年度 平成17年度

上位施策事業名 かすみがうら市総合計画　第2章　第4節　次世代育成の支援 担当局・部名 保健福祉部

事業番号 2‐2 平成23年度 
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 放課後児童健全育成事業 事業開始年度 平成17年度

事業番号 2‐2 平成23年度 

合　計

成果実績
（事業目標達成状況）事

業
成
果

　地域における児童の健全育成の役割を果たすため、市等の計画値を目標とする。

496

121 88 ―

成果指標設定
理由等

298,278公設開設日数

民設開設日数 213,079 220,128 ―
円効率指標

（事業費/活動指標）

事
業
実
績

251

単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度

　民設放課後児童クラブ開設日数

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　近年の放課後児童クラブに対する需要が高まるなか、受け入れ児童数も激増しており、過密
状態となっているクラブも増加し、高学年児童の受け入れ等に対する保護者のニーズも高まっ
ている。
　放課後児童健全育成事業の充実を図るためにも、放課後児童クラブの運営は、子どもの福祉
や地域の実情についての理解を有する主体が運営することが望ましい。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

　県内のほとんどの市町村で実施している。（公設37市町村）　実施方法としては、市町村・
社会福祉法人・父母会・運営委員会など、様々な運営主体がある。

　公設放課後児童クラブ入会者数 人 499 480

　民設放課後児童クラブ入会者数

成果実績
（事業目標達成状況）

Ｈ20年度

―
活動実績

特記事項
(事業の沿革等)

　・平成17年度／児童館児童ｸﾗﾌﾞ(3箇所)・小学校児童ｸﾗﾌﾞ( 7箇所)／利用児童数 377人
　・平成18年度／児童館児童ｸﾗﾌﾞ(3箇所)・小学校児童ｸﾗﾌﾞ( 7箇所)／利用児童数 385人
　・平成19年度／児童館児童ｸﾗﾌﾞ(3箇所)・小学校児童ｸﾗﾌﾞ(10箇所)／利用児童数 404人
　・平成20年度／児童館児童ｸﾗﾌﾞ(3箇所)・小学校児童ｸﾗﾌﾞ(11箇所)／利用児童数 480人
　・平成21年度／児童館児童ｸﾗﾌﾞ(3箇所)・小学校児童ｸﾗﾌﾞ(11箇所)・民設児童ｸﾗﾌﾞ(2箇所)／利用児童数 584人
　・平成22年度／児童館児童ｸﾗﾌﾞ(3箇所)・小学校児童ｸﾗﾌﾞ(11箇所)・民設児童ｸﾗﾌﾞ(2箇所)／利用児童数 620人

合　計 620 584 480

【成果指標名】 単位 Ｈ22年度 Ｈ21年度

人

／
247,172 254,331

総事業費

千円

日 250

【活動指標名】

252

Ｈ20年度

　公設放課後児童クラブ開設日数

日 290 290

千円 44,094 千円

千円 75,166財源合計 74,114 千円 61,793 千円 63,837

12,391 千円

その他特財の内容 　児童クラブ運営負担金等（保護者負担金）

一般財源 26,031 千円 21,575 千円 24,259

千円 千円

その他特財
14,406 千円 12,269 千円 12,235 千円

18,681 千円

国県支出金の内容 　放課後児童健全育成事業費補助金（県補助金）

地方債 千円 千円

75,166 千円

財源

内訳

国県支出金
33,677 千円 27,949 千円 27,343 千円

人 72,431 千円

総事業費 74,114 千円 61,793 千円 63,837 千円

千円 52 人 50,943 千円 54

33,296 千円

人件費合計 55.3 人 60,009 千円 49 人 50,906

50 人 35,033 千円 49 人

千円

臨時職員等 53 人 41,503 千円 47 人 34,732 千円

人 15,910 千円 5 人 39,135千円 2 人 16,174 千円 2

千円 12,894 千円 2,735 千円

人
件
費

担当正職員 2.3 人 18,506

千円

負担金補助及び交付金 9,518 千円 9,518 千円 10,622 千円 ― 千円

1,011 千円

備品購入費 1,440 千円 ― 千円 686 千円 618

千円 1,106 千円

役務費 1,034 千円 973 千円 1,002 千円

人件費欄に記載 千円 人件費欄に記載 千円

需用費 2,113 千円 396 千円 584
事
業
費

賃　金 人件費欄に記載 千円 人件費欄に記載 千円

事業費合計 14,105 千円 10,887

コ
ス
ト

23年度（予算） 22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）
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放課後児童健全育成事業補足資料 

 

■事業目的 

児童福祉法第６条の２第２項の規定に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない子ども

を対象に、放課後の時間帯に子どもが安心して過ごすことができる場として、学校の余暇教室等

を活用し放課後児童指導員が遊びや生活の指導等を通して、子どもの健全な育成を図る。 

 

■対象児童 

○小学校１年生から３年生（優先順による） 

○４年生以上・途中入会及び休校日のみ希望の場合は、定員に余裕がある場合のみ入会可能 

 

■開設 

○月曜日から金曜日 ･･･ 放課後から午後６時まで 

  ○第２土曜日 ･･･ 午前８時３０分（８月は午前８時）から午後１２時３０分まで 

○休校日（振替休業日・創立記念日・夏休みなど） ･･･ 午前８時から午後６時まで 

 

■閉設 

○土曜日（第２土曜日除く）・日曜日・国民の祝日 

○お盆期間（８月１３日～１６日）・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

○臨時休校日（台風・大雪など）・学級学年閉鎖（インフルエンザなど） 

 

■延長保育  

○午前７時から午前８時まで（無料）・午後６時から午後７時まで（有料） 

 

■一時的保育 

保護者の就労形態等により家庭での保育が断続的に困難となる児童に対し、週３日を限度とし

て行う「非定型保育サービス」と保護者の疾病・災害・事故及び冠婚葬祭等社会的にやむを得な

い事由により、緊急・一時的に家庭での保育が困難となる児童に対し、２０日を限度として行う

「学童緊急保育サービス」がある。 

 

○月曜日から金曜日 ･･･ 放課後から午後５時１５分まで 

○第２土曜日 ･･･ 午前８時３０分から午後１２時１５分まで 

○休校日 ･･･ 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

○日額１,５００円 ※生活保護を受けている世帯は免除対象 

 

■運営負担金・延長保育負担金 

○各々月額３,０００円 

○８月を除く休校日及び途中入退会の場合は、日額３００円（限度額３,０００円） 

【減免対象】＊生活保護を受けている世帯（免除）＊一人親家庭で市民税非課税世帯（免除） 

＊二入以上の児童が入会している世帯（二人目から半額）  
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■放課後児童クラブ年間利用児童数          ※平成 23 年度は 9 月 20 日現在 

児童クラブ名 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 備 考 

大塚児童館児童クラブ 52 人 61 人 52 人 43 人 1～3 年生 

稲吉児童館児童クラブ 68 人 62 人 52 人 68 人 2～3 年生 

新治児童館児童クラブ 19 人 19 人 30 人 42 人  

宍倉小児童クラブ 35 人 44 人 47 人 48 人  

志士庫小児童クラブ 30 人 41 人 36 人 40 人  

安飾小児童クラブ 19 人 26 人 23 人 27 人  

下大津小児童クラブ 25 人 24 人 26 人 26 人  

美並小児童クラブ 55 人 45 人 44 人 51 人  

牛渡小児童クラブ 29 人 28 人 22 人 22 人  

佐賀小児童クラブ 33 人 41 人 41 人 44 人  

上佐谷小児童クラブ 22 人 28 人 20 人 17 人  

七会小児童クラブ 26 人 22 人 32 人 24 人  

志筑小児童クラブ 21 人 28 人 25 人 27 人  

下稲吉小児童クラブ 46 人 27 人 49 人 36 人 1 年生 

下稲吉東小児童クラブ ― ― ― 4 人 1 年生 

公設児童クラブ 計 404 人 496 人 499 人 519 人  

児童クラブプルミっこ ― 63 人 83 人 93 人  

メロディハウス児童クラブ ― 21 人 38 人 37 人  

民設児童クラブ 計 ― 84 人 121 人 130 人  

合 計 ― 580 人 620 人 649 人  

 

■放課後児童クラブ一日の流れ【例】    

７：００～ ８：３０  開館・静かな遊び 

   ８：３０～１０：００  学習・読書 

  １０：００～１１：４５  清掃・朝の会・自由遊び 

  １１：４５～１２：００  片付け・昼食準備 

  １２：００～１２：３０  昼食 

  １２：３０～１４：００  食後の休憩 

１４：００～１５：００  自由遊び・行事への参加 

１５：００～１６：００  おやつ・自由遊び 

 １６：００～１７：００  静かな遊び ほか 

 １７：００～１８：００  テレビ視聴 

 １８：００～１９：００  静かな遊び ほか 

 １９：００        閉館 
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（ ）％

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画 第１章　第３節　快適な住環境の整備

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

平成14年度

国道6号線の中で土浦市中貫交差点から石岡市地内にかけてバイパス整備されていないため、上下線
とも慢性的な渋滞が発生している。このようなことからトイレや休憩施設を設置することによりドライバー
に憩いの場を提供し交通事故防止を図る。

目　的
（何をどうするた

めに）

■直接実施

国道6号線通過車両
人

ドライバーが快適に利用できるよう管理することにより、ドライバーが休憩し交通事故の減少につながる。

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

国土交通省、石岡市及び当市で恋瀬橋ロードパークの管理に関する覚書を取り交わし施設の管
理区分により、それぞれが維持管理している。
石岡市と当市の管理運営協議会では、主に施設内の清掃、ごみ拾い等を石岡市シルバー人材セ
ンターへ委託して毎日、清掃を実施している。また、施設の小規模修繕は、管理運営協議会で
実施。（大規模な修繕は国土交通省）

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

ロードパーク設置後は、施設を快適に利用してもらうため、石岡市と当市による管理運営協議
会を設立し維持管理を実施している。維持管理については、国土交通省と覚書を取り交わし管
理区分に基づき管理している。

対　象
（誰・何を対象に）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 土木部

課長　木川祐一

予算事業名 恋瀬橋ロードパーク管理運営事業

都市整備課・都市計画係

事務区分

事業番号  2-3  平成23年度 
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平成14年度

事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 恋瀬橋ロードパーク管理運営事業

事業番号  2-3  平成23年度 

その他特財

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円1,783

人 795 0.1

1,7831,595 千円

人

千円

0.1 人0.1 人

その他特財の内容

千円

千円

千円

千円

千円

人

人 783

千円

1,000 千円

千円0.1 人 783

千円

1,000 千円

千円

千円

千円

人

千円

1,595 千円

千円

0.1

千円

千円

千円

千円

千円

800

千円

千円

千円

795

800

千円

千円

施設を快適に利用してもらうために苦情件数を成果実績とした。

事
業
成
果

単位

千円

／総事業費

2,4140.3

0.3

事
業
実
績

【活動指標名】

千円

活動実績

一般財源

3,214

回

1,595千円

3,214

総事業費

臨時職員等

2,414

財源

内訳

財源合計

千円

運営費負担金

国県支出金

地方債

3,214

人

人
人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

千円

千円 千円

1,783

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

平成7年に恋瀬橋架け替えに伴う跡地利用として建設省常陸国道工事事務所より「道の駅」の打診があり
石岡市と旧千代田町で協議した結果「道の駅」は見送ることにした。その後、平成9年に跡地利用のアン
ケート調査を実施した結果が休憩に便利な駐車場、トイレの設置希望が多かったことから恋瀬橋周辺整備
委員会で協議を重ね、現施設の恋瀬橋ロードパークを建設し、平成14年に当協議会を設立し現在に至る。

千円

千円

千円

808

千円事業費合計 800

事
業
費

千円800 千円

千円

千円800

Ｈ21年度 Ｈ20年度

千円

Ｈ21年度

808

千円

千円

千円

800

【成果指標名】 Ｈ22年度

23年度（予算）

1,608 千円

1,608 千円

千円

千円

千円

8

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

施設の見回り回数

千円

千円

0.1 人

人

千円

千円

千円

千円

これまでは、国道利用者の休憩場所として適切な維持管理を管理運営協議会で実施してきたが現在、国道
6号バイパスを国が整備中で完成すれば、交通量も減少し施設利用者も減ることが予想されるので今後
は、国土交通省に管理していただくよう要望、協議を行う。

施設に対する苦情件数 件

回

施設内清掃

単位 Ｈ22年度

360360

8

Ｈ20年度

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

1,608

360

5
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恋瀬橋ロードパークの概要 

 

１ 施設概要 

  敷地面積    約４，０００㎡ 

  駐車スペース  小型車１９台 大型車６台 障害者用２台 

  公衆用トイレ  男子 小３・大１（洋式） 女子 洋式１・和式２ 

          誰でも便所 １箇所 

  休憩施設    東屋 約２００㎡ 

  案内板     石岡市・かすみがうら市の観光案内板 １基 

  その他     ベンチ・植栽など 

２ 供用開始年月日 

  平成１４年４月１日 

３ 施設の管理区分 

 甲：国土交通省関東地方整備局常陸工事事務所 

 乙：石岡市  丙：かすみがうら市 

 ※財産権は甲に属する。 

管理施設 管理項目 管理内容 甲 乙・丙 

トイレ及び

付属施設 

日常管理 電球、トイレットペーパー等消耗品の補

給、付属施設の定期点検及び清掃 

 ○ 

清掃、貼り紙、落書き清掃、排水つまり

補修 

 ○ 

損傷復旧 建築物の修繕、器物の損傷復旧 ○  

東 屋 日常管理 清掃、貼り紙、落書き清掃、照明施設の

維持管理、電球交換、水道施設の維持管

理 

 ○ 

損傷復旧 建築物の修繕  ○ 

路 面 日常管理 清掃及び損傷確認  ○ 

損傷復旧 パッチング、路面復旧 ○  

道路照明 日常管理 損傷及び球切れ確認  ○ 

損傷復旧 電球交換、清掃 ○  

樹木管理 日常管理 剪定及び害虫駆除等、損傷確認、施肥  ○ 

定期管理 枯損木の補植 ○  

案内掲示板

及びモニュ

メント 

日常管理 清掃及び損傷確認  ○ 

損傷復旧 補修 ○  
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４ 管理に関する費用負担 

管理施設 管理項目 甲 乙・丙 

トイレ及び付属 

施設 

電気料金 ○  

上下水道料金 ○  

東 屋 電気料金  ○ 

上下水道料金  ○ 

道路照明 電気料金 ○  

 

 

５ これまでの経過 

 上記の施設管理区分及び管理に関する費用負担については、国、石岡市、旧千代田町

により事前協議を重ね恋瀬橋ロードパークの管理に関する覚書を取り交わし定めたも

の。これに伴い石岡市と旧千代田町において平成１４年４月１日に恋瀬橋ロードパーク

運営協議会を設立して維持管理等を行い、現在に至る。 
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（いずれも、かすみがうら市内に住所を有する方）

１回 一部助成

１回 一部助成

小児肺炎球菌

生後2ヶ月から5歳未満の方
ヒブ

（インフルエンザ菌ｂ型）

子宮頸がん
13歳となる日の属する年度の初日から16歳と

なる日の属する年度の末日までの間にある女性

●実施方法
実施医療機関に電話で予約し、通知及び予診票を持参し接種。

一部助成

４回まで 一部助成
7,740円（土浦市医師会）

7,962円（石岡市医師会）

水痘（みずぼうそう）
4,200円（土浦市医師会）

4,250円（石岡市医師会）

助成回数 助成区分
助成額

（１回当り）

全額１回 全額助成

１回 一部助成

●助成額

予防接種名 対象

38 0.1

5,503 12.3

満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・もしくは呼吸器の機能又は
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する方

満1歳以上中学3年生の方

0.6

1,840 4.1

1,840 4.1

800 1.8

全住民に対する割合
（％）

375 0.8

273

事業シート（概要説明書）

作成責任者

担当局・部名 保健福祉部

課長　市ノ沢　章

予算事業名

健康増進課保健予防係

事務区分

担当課･係名
・かすみがうら市任意予防接種費用助成要項
・かすみがうら市インフルエンザ予防接種実施要綱

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に細事
業がある場合は、事業

費とともに記載

予防接種にかかる費用の一部又は全部を助成することにより、疾病を予防する。

対　象
（誰・何を対象に）

②満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・もしくは呼吸器の機能又
はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する方

２，０００円

■自治事務　　□法定受託事務

・おたふくかぜ、水痘は感染力が強く、集団生活においてまん延の危険性が大きいため、対象年齢で接種するのが有効であ
る。
・インフルエンザは、毎年、秋から冬にかけて流行し感染力が強いため、まん延や重篤化を防ぐうえで有効である。
・小児肺炎球菌、ヒブは、疾病の重篤性等にかんがみ、また、国の財政措置により本年度より実施している。
・子宮頸がんワクチンの予防接種は、中学生に接種するのが有効とされ、また、国の財政措置により本年度より実施している。

一部助成

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

おたふくかぜ

①満65歳以上の方

9,900円（土浦市医師会）

10,137円（石岡市医師会）

生後12ヶ月から90ヶ月に至る前日までの方

４回まで

●個人通知
対象者に通知及び予診票を郵送。

接種率を向上させ、疾病の発病・重症化・蔓延を予防する。

おたふくかぜ

水痘（みずぼうそう）

小児肺炎球菌

ヒブ
（インフルエンザ菌ｂ型）

子宮頸がん

生後12ヶ月から90ヶ月に至る前日までの方

３回

予防接種名 対象 対象者数（人）

10,211

一部助成
14,220円（土浦市医師会）

14,349円（石岡市医師会）

１回

目　的
（何をどうするために）

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画　第2章　第1章　健康づくりの推進

実施方法

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

法定予防接種事業
（麻しん風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、三種混合、二種混合、ポリオ）

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば達成

か）

生後2ヶ月から5歳未満の方

13歳となる日の属する年度の初日から16歳と
なる日の属する年度の末日までの間にある女性

満65歳以上の方 22.7

③満1歳以上中学3年生の方

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

任意予防接種事業 事業開始年度
おたふく・水痘・インフルエンザは合併以前から実施。
小児肺炎球菌・ヒブ・子宮頸がんは23年度から開始。

①②③のうち生活保護世帯に属する方 １回 全額助成 全額

インフルエンザ

■直接実施

インフルエンザ

事業番号 2-4 平成23年度 
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 任意予防接種事業 事業開始年度
おたふく・水痘・インフルエンザは合併以前から実施。
小児肺炎球菌・ヒブ・子宮頸がんは23年度から開始。

事業番号 2-4 平成23年度 

5,930(22年度は季節性と
新型の混合ワクチン)

10,624

計 件 11,254 10,669 6,564

任意予防接種接種件数(季節性インフルエンザ) 件 5,760

任意予防接種接種件数(水痘)

11,197

比較参考値
（他自治体での類似事業

の例など）

インフルエンザ及び子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌については、ほとんどの市町村で実施。
おたふく・水痘は茨城県内では水戸市・大洗町・龍ヶ崎市・牛久市・土浦市・かすみがうら市の６市町で実施。

34,801

281295

件

273

【成果指標名】

件

Ｈ22年度

任意予防接種接種件数(おたふくかぜ) 335

Ｈ22年度

9,975

Ｈ20年度

千円

千円

千円

インフルエンザ予防接種は予防接種法に基づく義務的な接種であり、おたふくかぜ・水痘は感染力が強く、集団生活において蔓
延の危険性が大きいため、必要性が高い。子宮頸がん・小児肺炎球菌・ヒブは、必要性についての今後の社会動向や国の接種費
用助成制度の継続状況等により継続の可否を検討していく。

任意予防接種接種件数(新型インフルエンザ) 件

2,049

千円

国県支出金の内容

件

4,262

人

千円

16,983

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

予防接種通知発送件数

23年度（予算）

34,801 千円

33,594

千円

千円

1,207

5,661

千円

千円

1,061

274

353

Ｈ21年度 Ｈ20年度

2,7752,391

Ｈ21年度

374

千円

27,680

千円335 千円

千円

千円29,140

27,727

事業費合計 93,639

812扶助費

695

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向性、課

題等)

委託料

千円

5,661

千円

千円

千円

68千円

千円

千円5,569

おたふくかぜ・水痘および子どもに対するインフルエンザについては石岡医師会からの要望もあり開始した経緯がある。
インフルエンザは、２０年度は季節性インフルエンザ、２１年度は季節性及び新型インフルエンザ、２２年度は季節性と新型の
混合ワクチン、２３年度は季節性のみで実施。

千円

31,870 千円 千円

【活動指標名】

千円

千円0.7

需用費

役務費

国県支出金

千円

千円

人

97,100

1,575

担当正職員

総事業費

事
業
費

臨時職員等

3,461

財源

内訳

財源合計

その他特財

人
件
費 人件費合計

地方債

人

人

活動実績

一般財源

97,100

65,230

単位

26,768千円

千円

事
業
成
果

単位

90,917 千円

／総事業費

3,4610.4

0.4

事
業
実
績

21,199

千円

千円

人

20,231 千円

千円

千円

285

千円

26,768 千円

4,856 千円

0.7

千円

5,088

千円

156 千円

615 千円

21,821 千円

千円

27,680

千円

22,592 千円

千円0.7 人

千円

千円27,680

千円

千円

千円

千円

千円

千円 千円

人

人 5,088

千円

21～22年度は新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金
23年度は子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金

成果指標設定理由
等

人

その他特財の内容

予防接種の実施種類は年度により異なる。
20年度は水痘・おたふく・季節性インフルエンザ。21年度は水痘・おたふく・季節性インフルエンザ・新型インフル
エンザ。22年度は水痘・おたふく・季節性インフルエンザと新型インフルエンザの混合ワクチン。23年度は水痘・お
たふく・季節性インフルエンザ・子宮頸がん・ヒブ・小児肺炎球菌。

人 5,569 0.7

21,912 千円

成果実績
（事業目標達成状況）

人 0.7 人0.7

89



90



91



92



93



94



95



96



（ ）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 市民部

課長　貝塚成人

予算事業名 医療福祉事業（市単独事業）

国保年金課医療福祉係

事務区分

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

対象者の健康の保持増進を図るため。

対　象
（誰・何を対象に）

■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

●外来自己負担金　31,210,000円
・妊産婦、小児（小学3年生まで）、ひとり親家庭（母子・父子）が医療福祉制度対象として医
療機関で支払う外来の場合の一部負担金（医療福祉費支給額から控除される額）を支給する。
①医療福祉費支給申請書を提出し、該当する場合は、医療福祉費受給者証を交付します。
②保険証及び医療福祉費受給者証を提示して医療機関で受診し、費用の一部を負担します。
（外来の場合は、1日600円）
③月毎に審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金、茨城県国民健康保険団体連合会）から市
へ医療福祉費対象者の受診明細が送られます。
⑤医療福祉費支給対象者として、医療機関等の窓口で負担した外来の自己負担金を整理し、月
末に指定された口座へ振り込み（診療から約３ヵ月後）ます。

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

妊産婦や罹患率の高い小児、社会的、経済的、精神的に負担の多いひとり親家庭を対象に医療
費の自己負担を軽減するために実施されている。

目　的
（何をどうするた

めに）

■直接実施

妊産婦、小児（小学3年生まで）、ひとり親家庭が医療福祉事業
で支給額から控除される自己負担額（所得制限有） 5,045 人 11.5

対象者が必要な医療を容易に受けられるようにする。

平成１２年度

かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画　第２章　第１節　健康づくりの推進

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

医療福祉事業

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）

％

事業番号 2-5 平成23年度 
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 医療福祉事業（市単独事業） 平成１２年度

事業番号 2-5 平成23年度 

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）
●外来自己負担金支給の実施　妊産婦１３市町村・小児１９市町村・ひとり親８市町村

29,284

83.883.3小児の受給者証交付率

4,245

1回

受給者数

単位 Ｈ22年度

4,2735,045

2

Ｈ20年度

少子化が進行する中、その対策の一環として医療福祉費支給対象者の拡大及び支給制限（所得制限）の撤
廃、また、医療福祉費の増大に対応するため、外来自己負担金の廃止について、社会情勢、近隣自治体の
動向などを踏まえながら検討をします。

5,003

外来自己負担金助成額 円

千円

千円

0.5 人

人

千円

千円

千円

千円

千円

3

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

医療福祉制度の周知

23年度（予算）

29,284 千円

29,284 千円

千円

千円

84.1

【成果指標名】 Ｈ22年度

25,240,366 23,934,371

％

25,240 千円

千円

24,891,313

Ｈ21年度 Ｈ20年度

5,8255,638

千円

Ｈ21年度

4,044

千円

事
業
費

千円 千円

千円

千円25,240事業費合計 31,489

千円

4,044

千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

扶助費

●旧町での外来自己負担金支給実施
平成１２年４月　妊産婦、乳幼児（３歳未満児）…千代田町で実施
平成１５年１０月　妊産婦、乳幼児（５歳未満）、ひとり親…霞ヶ浦町で実施

千円

千円

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

千円

千円 千円

29,979

消耗品費

委託料

国県支出金

地方債

36,559

人

人

279

千円

36,559

総事業費

臨時職員等

5,070

財源

内訳

財源合計

千円

事
業
実
績

【活動指標名】

受給者数

千円

活動実績

一般財源

36,559

円

人

27,912

※外来自己負担金助成額＝各年度の実績額（平成２２年１０月から対象者拡大）
※小児の受給者証交付率＝受給者交付者数÷受給対象者数（非該当者含む。）

事
業
成
果

単位

31,210 千円

／総事業費

5,0700.63

0.63

千円

千円

千円

3,978

23,934

千円

千円

千円

千円

23,934 千円

千円

千円

千円

人

千円

27,912 千円

千円

0.5

千円

千円

千円

24,891 千円

千円

24,891 千円

千円0.65 人 5,088

千円

人

人 5,088

人

その他特財の内容

千円

千円

千円

千円

29,97927,912 千円

人

千円

0.5 人0.5

その他特財

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円29,979

人 3,978 0.65
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1 

 

医療福祉事業（市単独事業）説明資料 

 

１ 対象者 

 ・医療保険各法に加入している次に掲げる者で所得が一定金額以下の者 

区 分 対象の範囲 所得制限額 

妊産婦 妊娠届け出日の属する月の初日から出産月の翌月末まで 旧児童手当特例

給付準用 小 児 乳児から小学３年生まで 

ひとり親 

（母子） 

ア 配偶者のない女子で①、②又は③の児童を監護して

いる者及びその児童 

① １８歳未満の児童 

② ２０歳未満の障害児 

③ ２０歳未満の高校在学者 

イ 父母のない児童 

ウ イに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子

又は婚姻をしたことのない女子 遺族基礎年金準

用 ひとり親 

（父子） 

ア 配偶者のない男子で①、②又は③の児童を監護して

いる者及びその児童 

① １８歳未満の児童 

② ２０歳未満の障害児 

③ ２０歳未満の高校在学者 

イ 父母のない児童 

ウ イに掲げる者を現に養育している配偶者のない男子

又は婚姻をしたことのない男子 

  

※旧児童手当特例給付支給制限額 

合計扶養親族数 
内、老人控除対象配偶者又は扶養親族数 

１人 ２人 ３人 

０人 ３，９３０千円 ― ― ― 

１人 ４，２３０千円 ４，２９０千円 ― ― 

２人 ４，５３０千円 ４，５９０千円 ４，６５０千円 ― 

３人 ４，８３０千円 ４，８９０千円 ４，９５０千円 ５，０１０千円 

４人 ５，１３０千円 ５，１９０千円 ５，２５０千円 ５，３１０千円 

５人 ５，４３０千円 ５，４９０千円 ５，５５０千円 ５，６１０千円 

   （注） 扶養親族等につき、３０万円加算（当該扶養親族が、所得税法に規定 

      する老人控除対象配偶者又は、老人扶養親族１人の場合は３６万円加算） 
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2 

 

 

※遺族基礎年金支給制限額 

合計扶養親族数 
内、老人扶養親族数又は特定扶養親族数 

１人 ２人 ３人 

０人 ３，０１６千円 ― ― ― 

１人 ３，３９６千円 ３，４９６千円 ― ― 

２人 ３，７７６千円 ３，８７６千円 ３，９７６千円 ― 

３人 ４，１５６千円 ４，２５６千円 ４，３５６千円 ４，４５６千円 

４人 ４，５３６千円 ４，６３６千円 ４，７３６千円 ４，８３６千円 

５人 ４，９１６千円 ５，０１６千円 ５，１１６千円 ５，２１６千円 

   （注） 扶養親族１人につき、３８万円加算（当該扶養親族が、所得税法に規 

      定する老人扶養親族１人の場合は４８万円加算） 

       上記表の「老人扶養親族等の数」の中に特定扶養親族があるときは、 

         特定扶養親族１人につき更に１５万円を加算する。 

 

２ 事業内容 

 (1) 外来自己負担金の支給 

  ① 対象者…妊産婦、小児、ひとり親（母子・父子） 

  ② 支給の内容 

   ・ 医療機関で医療保険各法に定める一部負担金から控除する額（外来 

自己負担金）を支給する。（入院の際の自己負担金を除く。） 

【外来の場合の例】 

１回の受診で総医療費１０，０００円で患者負担割合が３割の場合 

総医療費 10,000円  一部負担総額 3,000 円 

保険 

7,000円 

一部負担 

3,000円 
＝ 

外来自己負担金 

600 円 

医療福祉費 

支給額 

2,400 円 

※医療福祉事業で支給 

 

  ③ 支給の方法 

   【県内の場合】 

審査機関  医療機関  受給者  市 

       

 
 

診療 ← 
受給者証提示 

受診 
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3 

 

       

受領 ← 診療内容     

↓       

↓  外来自己 

負担金請求 

→ 

← 

外来自己 

負担金支払 

  

↓    

↓  ↓     

↓  領収書発行 → 領収書受領   

↓       

診療内容 → → → → → データ受領 

      ↓ 

 
 

    
支給対象者 

リスト作成 

      ↓ 

    受領 ← 医療福祉費振込 

    ※審査機関（社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会） 

【県外の場合】 

医療機関  受給者  市 

     

診療 ← 受診   

     

医療費請求 
→ 

← 
一部負担金支払 

  

  

↓     

領収書発行 → 領収書受領   

  ↓   

  医療福祉費請求 → 請求書受付 

    ↓ 

  医療福祉費受領 ← 医療福祉費振込 

     

  ④ 実績 

    【合計】 

年 度 受給対象者 件数 支給額 

平成 20 年度 3,446人 22,637 件 24,891,313円 

平成 21 年度 3,427人 21,940 件 23,934,371円 

平成 22 年度 4,224人 23,185 件 25,240,366円 
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    ※平成 22 年 10月から小児の対象者が未就学児までから小学 3年生ま 

でに改正されている。 

【妊産婦】 

年 度 受給対象者 件数 支給額 

平成 20 年度 249人 1,498 件 1,414,079円 

平成 21 年度 282人 1,278 件 1,254,128円 

平成 22 年度 289人 1,190 件 1,022,773円 

    【小児】 

年 度 受給対象者 件数 支給額 

平成 20 年度 2,251人 16,630 件 18,824,299円 

平成 21 年度 2,185人 15,754 件 17,683,661円 

平成 22 年度 3,016人 17,417 件 19,505,381円 

    【ひとり親】 

年 度 受給対象者 件数 支給額 

平成 20 年度 946人 4,509 件 4,652,935円 

平成 21 年度 960人 4,908 件 4,996,582円 

平成 22 年度 919人 4,578 件 4,712,212円 

 

 

 ３ 他市の単独事業実施の状況 

  別紙のとおり 
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 総務部

課長　木村正美

予算事業名 災害対策事業

総務課・防災安全係

事務区分

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

災害に強い街づくりを目指し、防災体制の充実を図り、市民の安全な暮らしを守る。

対　象
（誰・何を対象に）

■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

　災害対策事業は災害発生時に地域住民に対し、必要な情報提供を速やかに行うとともに、危
険区域にある住民を安全に避難させ、一時的に被災者の食生活を保護するために備蓄品の充実
を図っている。また、これらへの対応を迅速に行うために役務の提供を求めるための相互援助
協定の締結を進めている。
【情報提供に関する事業】
　・霞ヶ浦地区に設置済みの防災行政無線屋外子局115基の保守業務を委託している。
　・広報車の整備（計4台）
　・霞ヶ浦地区の防災行政無線を全国瞬時情報システムへ対応させた。
【避難所及び備蓄品の充実】
　・備蓄品、備蓄食料につきましては、有事に備え、毎年度補充を行っている。また、
　　災害時には、必要に応じ、災害援助協定等に基づき、市建設業協会等から提供を
　　受ける。
【災害時相互援助協定等】
　・相互援助協定（13市区町村）物資調達・職員派遣
　・応急対策業務協定（市建設業協会）応急対策業務の実施
　・応急対策業務協定（市管工事協同組合）応急対策業務の実施
　・応急対策業務協定（市電設業協会）応急対策業務の実施
　・救援物資提供協定（コカ・コーラボトリング㈱）飲料水の無償提供・優先的供給
【自主防災組織育成】
　・関連事業　茨城県自主防災組織活動育成事業
　・目的　自主防衛の連帯感のもと、災害被害予防と軽減のための活動を行う。
　・市内5区（逆西・グリーンランド・上高谷・戸崎原・第二千代田南団地）
　・補助金額　1組織当たり14,000円（一律）

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：自主防災組織　実施主体：５団体　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

かすみがうら市では、平成１９年４月にかすみがうら市地域防災計画を策定し、毎年、防災訓練等を実施
しながら災害時の対応や防災意識の高揚を図ってまいりましたが、３月１１日の東日本大震災の経験を
もとに、防災計画の見直し等を行っていく必要がある。

目　的
（何をどうするた

めに）

■直接実施

市民
43,805 人 100

災害が発生した中で、被災の状況に応じた的確な対応を実施することにより、被災者の安全を確保す
る。

平成17年度

かすみがうら市地域防災計画

上位施策事業名

根拠法令

災害対策事業

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

防災訓練事業
急傾斜地崩壊対策事業
防災無線整備事業

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）

％

事業番号 2-6  平成23年度 
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 災害対策事業 平成17年度

事業番号 2-6  平成23年度 

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

県内の自主防災組織設置自治体
・県内全市町村
防災無線屋外子局設置近隣自治体
・土浦市　　・石岡市　　・つくば市　　・行方市　　・鉾田市　　・小美玉市

21,586

2回

単位 Ｈ22年度

2

Ｈ20年度

東日本大震災の際には、突然の停電による連絡系統の乱れによる初動態勢の遅れや情報提供の不足、長期
にわたる断水への対応など多くの課題が見いだされました。これらを教訓として、防災計画や防災訓練の
見直し、「今、災害が発生したら」を念頭にいつでも対応できる体制づくりや千代田地区への情報伝達手
段の整備を進めて参りたいと考えます。

2,890

防災無線の動作不良個所 箇所

千円

千円

0.6 人

人

千円

千円

千円

千円

千円

2

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

防災無線の保守点検

23年度（予算）

21,586 千円

14,562 千円

千円

千円

7,024

【成果指標名】 Ｈ22年度

0 1

7,024 千円

千円6,517

1,867

0

Ｈ21年度 Ｈ20年度

3,8013,323

千円

Ｈ21年度

4,044

千円

事
業
費

千円1,752 千円

千円

千円17,542

その他

事業費合計 6,047

備品購入費

3,328

1,405 千円

4,044

1,255

千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

工事請負費

千円

千円

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容 防災情報通信設備整備事業交付金

千円

千円 千円

11,636

需用費

委託料

国県支出金

地方債

10,956

人

人

2,890

千円

10,956

総事業費

臨時職員等

4,909

財源

内訳

財源合計

千円

事
業
実
績

【活動指標名】

防災無線の保守点検

千円

活動実績

一般財源

10,956 10,504

事
業
成
果

単位

千円

／総事業費

4,9090.6

0.6

千円

千円

千円

3,978

6,526

千円

千円

1,331

千円

120千円

千円

千円

千円

2,626

千円

人

千円

10,504 千円

千円

0.5

千円

2,124 千円

3,801 千円

千円

2,529 千円

8,454 千円

千円0.5 人 3,182

千円

人

人 3,182

人

その他特財の内容

千円

千円

千円

千円

10,504 千円

人

千円

0.5 人0.6

その他特財

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円11,636

人 3,978 0.5
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平成23年度

千円

千円

概要（詳細等）

１４千円委託料・補助金　総額

項目

国からの財政支出金

千円

千円

金額

防火教室他

千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 災害対策事業 事業開始年度 平成19年度

団体名 逆西区自主防災組織

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
茨城県平成22年度自主防災組織活動育成事業

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要

１４千円

千円

千円

団体の収入概要
（平成22年度）

うち
（出向／OB）

市町村からの財政支出金

総計 千円

委託料・指定管理料

補助金

団体概要

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB）

うち
（出向／OB） 監事

市出資金

出資比率

千円

千円

資本金

役員

％ 職員

非常勤

金額

その他 千円

金額 概要（詳細等）項目

その他

千円

管理費

千円

事業費 千円

千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記入。その
他、必要と思われる場合に記入。

千円団体の支出概要
（平成22年度）

総計 千円

千円

県からの財政支出金 千円

人件費

平成22年度 千円
利益剰余金

（または繰越欠損金）

事業番号１ 事業番号 2-6 
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平成23年度

利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 千円

人件費 千円

総計 千円

団体の支出概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 千円

管理費 千円

その他 千円

総計 千円

委託料・指定管理料 千円

補助金 千円

その他 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 千円

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

出資比率 ％ 職員

うち
（出向／OB） 監事 うち

（出向／OB）

市出資金 千円 役員

団体概要
資本金 千円

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤

千円

委託料・補助金　総額 １４千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記入。その
他、必要と思われる場合に記入。

千円

千円

千円

千円

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
茨城県平成22年度自主防災組織活動育成事業

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

消火訓練 １４千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 災害対策事業 事業開始年度 平成19年度

団体名 グリーンランド区

事業番号１ 事業番号 2‐6 
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平成23年度

利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 千円

人件費 千円

総計 千円

団体の支出概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 千円

管理費 千円

その他 千円

総計 千円

委託料・指定管理料 千円

補助金 千円

その他 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 千円

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

出資比率 ％ 職員

うち
（出向／OB） 監事 うち

（出向／OB）

市出資金 千円 役員

団体概要
資本金 千円

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤

千円

委託料・補助金　総額 １４千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記入。その
他、必要と思われる場合に記入。

千円

千円

消火訓練 １４千円

千円

千円

団体名 上高谷

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
茨城県平成22年度自主防災組織活動育成事業

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 災害対策事業 事業開始年度 平成19年度

事業番号１ 事業番号 2‐6 
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平成23年度

利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 千円

人件費 千円

総計 千円

団体の支出概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 千円

管理費 千円

その他 千円

総計 千円

委託料・指定管理料 千円

補助金 千円

その他 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 千円

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

出資比率 ％ 職員

うち
（出向／OB） 監事 うち

（出向／OB）

市出資金 千円 役員

団体概要
資本金 千円

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤

千円

委託料・補助金　総額 １４千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記入。その
他、必要と思われる場合に記入。

千円

千円

消火訓練 １４千円

千円

千円

団体名 戸崎原自衛消防団

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
茨城県平成22年度自主防災組織活動育成事業

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 災害対策事業 事業開始年度 平成19年度

事業番号１ 事業番号 2‐6 
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平成23年度

利益剰余金
（または繰越欠損金）

平成22年度 千円

人件費 千円

総計 千円

団体の支出概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

事業費 千円

管理費 千円

その他 千円

総計 千円

委託料・指定管理料 千円

補助金 千円

その他 千円

県からの財政支出金 千円

市町村からの財政支出金 千円

団体の収入概要
（平成22年度）

項目 金額 概要（詳細等）

国からの財政支出金 千円

出資比率 ％ 職員

うち
（出向／OB） 監事 うち

（出向／OB）

市出資金 千円 役員

団体概要
資本金 千円

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB） 非常勤

千円

委託料・補助金　総額 １４千円

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記入。その
他、必要と思われる場合に記入。

千円

千円

消火訓練 １４千円

千円

千円

団体名 第二千代田南団地自主防災隊

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）
茨城県平成22年度自主防災組織活動育成事業

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要 金額

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 災害対策事業 事業開始年度 平成19年度

事業番号１ 事業番号 2‐6 
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防災基盤整備事業取扱要領 
 
 
第１ 総括的事項 

１ 本事業は、地域における「災害等に強い安心安全なまちづくり」を目指し、住民の安心安

全の確保と被害の軽減を図るため、地方公共団体が計画的に実施する防災基盤整備事業を支

援することを目的としていることから、積極的に事業の推進を図られたい。 
２ 本事業に係る計画の策定に当たっては、地域防災計画、市町村消防計画と整合性を図ると

ともに、それぞれの地域における都市構造、気候、地理的要件等を充分に把握・分析するな

どし、高い効果が得られるよう、地域特性を考慮するものとする。 
３ 本事業により取得・設置等された施設等については、取得・設置等した後において行政財

産として適正に管理していくこと。 
  
第２ 対象事業 
  本事業の対象として、防災基盤整備事業要綱（平成 20 年 4 月 30 日付。以下「要綱」という。）

で例示したものを具体的に示すと次のとおりである。 
 １ 消防防災施設整備事業 

(1)  防災拠点施設 

 (2)  防災資機材等備蓄施設 

(3)  ヘリコプター離着陸場 

  ① ヘリポート 

  ② 飛行場外離着陸場 

(4)  非常用電源 

(5)  消防水利施設 

① 防災井戸 

② 耐震性貯水槽 

③ 防火水槽 

(6)  初期消火資機材 

① 小型動力ポンプ 

② 小型動力ポンプ付積載車 

③ 小型動力ポンプ積載車 

   (7)  消防団に整備される施設 

      ①  指揮広報車 

   ②  消防ポンプ自動車 

   ③ 消防団緊急伝達システム 

   ④ 消防団拠点施設 

  (8)  消防本部又は消防署に整備される施設 

      ① 指揮車、電源車及び特殊災害対応自動車。 

      ② 消防ポンプ自動車（水槽付消防ポンプ自動車及び化学消防ポンプ自動車を含む。）、は

しご付消防ポンプ自動車（屈折はしご付消防ポンプ自動車を含む。）、救助工作車及び高

規格救急自動車で、消防力の整備指針（平成 12 年消防庁告示第 1 号）に基づきそれぞ

れの車両ごとに算定された数を超えて整備される施設。ただし、離島振興法（昭和 28
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年法律第 72 号）第２条第１項に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振

興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第１条に規定する奄美群島、小笠原諸島

振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第２条に規定する小笠原諸島又は沖縄振

興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第３号に規定する離島を管轄する市町村

が整備する施設にあっては、それぞれの車両ごとに算定された数に０．８を乗じて得た

数（端数は切捨）を超えて整備される施設。 

(9)  拠点避難地 

(10) 津波避難タワー 

(11)  避難路 

(12)  避難所において防災機能を強化するための施設 

 (13)  防災情報通信施設 

    ① 防災行政無線（全国瞬時警報システム（J-ALERT）を含む。） 

     ② 消防通信・指令施設 

    ③ 防災情報システム 

④ 震度情報ネットワークシステム   等 

(14)  災害時要援護者緊急通報システム 

２ 消防広域化対策事業 

市町村の消防の広域化に伴い新・改築する消防庁舎と一体的に整備される自主防災組織等

のための訓練・研修施設等。 

３ 緊急消防援助隊施設整備事業 

   消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 45 条第 2 項の規定により総務大臣が策定する「緊

急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」に基づき整備され

る緊急消防援助隊の編成に必要な施設。 

  
第３ 財政措置 
   要綱第４の財政措置のうち、特に推進すべき事業とは、第２の１の(6)（消防団に整備される

施設に限る。）、 (7) 、(8)の②（高規格救急自動車以外の救急自動車を、救急救命士により運

用する高規格救急自動車に更新整備する場合に限る。）、(13)の①（デジタル方式で整備する施

設及び全国瞬時警報システム（J-ALERT）に限る。）、(13)の②（消防救急デジタル無線で原則都

道府県域を１ブロックとして整備するもの及び高機能消防指令センターで複数の消防本部が共

同で整備するもの又は市町村の消防の広域化に伴い整備するものに限る。）、及び(13)の④（震

度計は、気象庁等設置分に近接しているものを除く。）に掲げる事業とする。 
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（ ）％

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

事業の必要性
・実施の背景

目　標
（何がどうなれば

達成か）

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画  第3章　第1節　教育の充実

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

平成４年度

国際化の時代となり、国際交流を地域レベルで進めていく必要性がある。また、国際感覚を養うには、現
地での体験がなによりも大切である。平成4年度の出島村「少年のつばさ」から始まり、合併後も継続実
施され、約500名が参加している「少年のつばさ」への参加を目標として、英語学習に意欲的に取り組ん
でいる生徒もおり、学習意欲を高める上でも有効である。

目　的
（何をどうするた

めに）

□直接実施

市内中学校に在籍する２年生の希望者を対象に選考により対象
者を選定 30 人 0.06

派遣生が国際社会の一員としての力量を高め、広い視野から物事を考えることができるようになる。そし
て、自己の生き方を見つめる契機となる。また、研修してきた内容を学校や地域に広める活動を積極的
に行い、地域の方、派遣生以外の生徒も世界に目を向けることができるようになる。

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

少年のつばさ実行委員会へ委託し事業を実施
　夏休み期間中の海外派遣（ホームステイ）を主とした、事前研修、報告会の実施、報告書の作成を行
い、参加した生徒による体験談発表等による意識の普及啓発を図る。
　一連の事業の流れは以下のとおり。

【実行委員会】実行委員会を開き、事業についての確認をする。（4月）
【参加者募集及び選考】参加者募集及び選考。参加者選考においては、公平性を確保する面から、外部面
接官を招き、選考を行う。（5月）
【事前研修】第1回事前研修会（6月）第2回事前研修会（7月）第3回事前研修会（8月）
【現地研修（ホームステイ等）】（8月）
・研修ではホームステイを充実させ、英語力の向上を図るとともに、現地の家族と人間的なふれあいの機
会を増やす。また、文化や習慣の違いを知ることにより、日本を見つめ直す場とする。
・現地校（キラウィーハイスクール）との交流の場を設け、コミュニケーション力の向上を図り、互いの
文化を紹介しあう。そして、現地校の生徒との活動をとおして、友情を深め国際人としての力を育てる。
【報告会】現地研修終了後（帰国後）報告会を開くとともに、市広報誌へ研修内容の掲載、また研修報告
書を作成し市内小中学校、図書館などに配布することにより研修成果を広く知らせる。
学校内の文化祭での体験発表や体験記を学校内に掲示するなどして中学校の生徒が海外へ目を向けるきっ
かけとする。
ホームステイ先の家族や現地校生とへのお礼の手紙を出すことによって、絆をさらに強くしていく。
【実行委員会】当該年度の事業実施に係る反省及び次年度に向けての協議を行う。

■業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：少年のつばさ実行委員会　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

２１世紀を担うかすみがうら市の中学生を海外へ派遣し、その国の文化・風俗・習慣等に触れ
国際感覚を養うとともに、広い視野から郷土や国家、国際社会に対する理解を深めさせる。

対　象
（誰・何を対象に）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 教育委員会

課長　小松崎延明

予算事業名 中学生海外派遣事業

学校教育課

事務区分

事業番号 2-7 平成23年度 
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平成４年度

事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 中学生海外派遣事業

事業番号 2-7 平成23年度 

地域づくり基金・参加者負担金
その他特財

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円14,982

人 3,738 0.47

千円

人

千円

0.47 人0.47 人

その他特財の内容

千円

千円

千円

14,982 千円

千円

人

人 3,738

千円

10,996 千円

千円0.47 人 3,738

千円

10,996 千円

千円

千円

千円

人

千円

3,738 千円

千円

0.47

千円

千円

千円

千円

千円

17,581

千円

千円

千円

3,738

0

千円

千円

事業成果について、即効的な効果検証が難しい事業であると考える。海外派遣、外国での生活
のみならず事前研修を含めて様々な体験が今後の学校生活、将来の職業や生活で大きな経験と
なっていることに期待したい。

事
業
成
果

単位

千円

／総事業費

3,7820.47

0.47

事
業
実
績

【活動指標名】

派遣生徒数

千円

活動実績

一般財源

14,982

円

3,738千円

総事業費

14,982

臨時職員等

3,782

財源

内訳

財源合計

千円

委託料

国県支出金

地方債

14,982

人

人
人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

千円

千円 千円

14,982

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

効率指標
（事業費/活動指標）

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

平成4年度から当時の出島村にて事業が開始される。これ以前は青年などを対象とした事業が行われてい
たが、未来を担う少年を対象にと中学生を対象とした事業に切り替わった。平成15年、平成21年にSAAS
（サーズ）、新型インフルエンザの世界的な流行により中止となったが、現在まで継続し、平成23年度ま
でに554名の中学生が参加した。

千円

千円

千円

3,800

千円事業費合計 11,200

事
業
費

千円11,200 千円

千円

千円17,581

Ｈ21年度 Ｈ20年度

249,7000※

千円

Ｈ21年度

3,800

千円

千円

千円

0

【成果指標名】 Ｈ22年度

23年度（予算）

21,381 千円

千円

千円

千円

千円

60

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

21,381

派遣生徒数の維持継続

千円

千円

0.47 人

人

千円

千円

千円

千円

日本の企業内の公用語に英語が使われる現在において、国際化は避けられない時代となっている。このよ
うな中、将来のかすみがうら市を担う中学生が海外派遣を通じて様々な体験を通じ、外国の文化風習に触
れ、ホームステイを通じて外国の人々がどのような目線で日本を見ているかなど貴重な体験を提供してい
る事業と考える。事業に参加した生徒は自分の体験を広くひろめる役割をもち、これから事業に参加を目
指す生徒にとっては目的となる事業となる。この事業を通じて広く社会に貢献できる人材を育成する事業
となるよう事業の検証等が必要と考える。

356,350

名

※H21は新型インフルエンザ流行のため事業中止。H22はH21に実
施できなかったことに配慮し枠を拡大（3年生分）

単位 Ｈ22年度

30

Ｈ20年度

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

平成23年度、茨城県内において同様の海外派遣を行っている自治体は44市町村中、当市を含めて21市町村
で実施。友好都市、姉妹都市などとの相互交流を行っているところも多い。派遣は、中学生が多く高校生
を含めて公募により募集し派遣団を形成している。各市町村では国際交流協会が関与し国際交流の推進を
図るほか、人材育成を目的としているところが多い

21,381

0※
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人件費

平成22年度 4,820千円 余剰金については、年度内に市会計に戻入
利益剰余金

（または繰越欠損金）

※以下、法律で財務情報の公表が義務付けられている団体（出資比率50％以上の団体、社会福祉協議会等）については必須記
入。その他、必要と思われる場合に記入。

千円団体の支出概要
（平成22年度）

総計 17,581千円

206千円 引率者日当

県からの財政支出金 千円

その他

17,000千円

管理費

千円

事業費 17,375千円

中学生海外派遣事業委託金

千円

非常勤

金額

旅行費、研修費、保険料、報告書印刷製本等

その他 5,40１千円 参加者負担金：一人当たり90,000円、預金利子

金額 概要（詳細等）項目

職員

監事

市出資金

出資比率

千円

千円

資本金

役員

％

団体概要

中学生海外派遣事業の実施内容等について協議検討及び実施するため組織する団体
尐年のつばさ実行委員会構成
委員会　会長：教育長　副会長：教育委員会教育部長　委員：市校長会長、市教育研究会会長、市立中学校校長
（4～6名※各年度の校長会、教育研究会会長の状況により委員数に変更が生じる）
事務局　学校教育課長、指導室指導主事

役
職
員

（単位：人） 常勤 うち
（出向／OB）

うち
（出向／OB）

団体の収入概要
（平成22年度）

うち
（出向／OB）

市町村からの財政支出金

総計 22,401千円

委託料・指定管理料

補助金

団体への支出根拠
（選定経過等、支出先

の妥当性）

中学生海外派遣事業（尐年のつばさ事業）を行うため、会長を教育長、委員を市内小中学校校長会会長、市教育
研究会会長、市内４中学校長を委員とし、実行委員会にて実施に係るさまざまな協議を行っている。実行委員会
事務局として教育委員会教育部長、学校教育課長、指導室指導主事を充て、事業の運営を行っている

委託料・補助金等
の使途

（平成22年度分）

※委託料は設計ベースのため、前頁の
決算額における委託料と一致しない

内
訳

委
託
料
・
補
助
金
等

費目 概要

引率者日当

17,041千円

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 中学生海外派遣事業 事業開始年度 平成4年度

団体名 尐年のつばさ実行委員会

206千円

177千円

金額

旅行費 旅行代金、ホームステイ費、燃油サーチ、保険料等

引率者旅費

報告書印刷、事前研修消耗品、振込み手数料ほか 157千円需用費、役務費

千円

面接経費 選考会外部面接官経費

千円

17,581千円委託料・補助金　総額

項目

国からの財政支出金 千円

17,000千円

概要（詳細等）

事業番号１ 平成23事業番号 2-7 平成23年度 
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（ ）

目　標
（何がどうなれば

達成か）
市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、被害を軽減する。

事
業
概
要

関連事業
（同一目的事業等）

事業の必要性
・実施の背景

上位施策事業名

根拠法令

かすみがうら市総合計画 第１章　第５節　防犯・防災機能の充実

実施方法

対象者数（全住民に対する割合）

平成18年度

消防法第20条

消防法第20条において、消防法に必要な水利施設は、市町村が設置し、維持管理すると規定されており、
また、消防法に基づき「消防水利の基準」が定められている。

目　的
（何をどうするた

めに）

■直接実施

かすみがうら市域
43,840 人 100 ％

■自治事務　　□法定受託事務

担当課･係名

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）■その他（防災基盤整備事業）

事業内容
（手段、手法など）

※当該事業以下に
細事業がある場合
は、事業費ととも

に記載

消火栓及び防火水槽を設置し、有効な初期消火及び消火活動ができるようにする。

対　象
（誰・何を対象に）

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 消防本部

課長　磯部　守

予算事業名 消防水利整備事業

消防総務課

事務区分

　火災発生時の初期消火や消防活動に支障が生じないよう、水道事務所と協議の上、適切な場所に消火栓を
計画的に整備するとともに、消火栓に偏ることのないよう、地元からの設置要望を受けて大規模災害発生時
を想定し、耐震性防火水槽を計画的に整備している。

　防火水槽設置については、防災基盤整備事業（「災害等に強い安心安全なまちづくり」に必要な防災基盤
の整備を対象）を活用している。翌年度の地方交付税算入率30％

○平成23年4月1日現在　消防水利設置状況
消火栓　　　　　　　　1,031箇所
防火水槽　　　　　　　　589箇所
（うち40㎥以上　　　　　506箇所）
（うち20～40㎥未満　　 　80箇所）
（うち飲料水兼用防火水槽　3箇所）

事業番号  2-8  平成23年度 
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平成18年度

事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 消防水利整備事業

事業番号  2-8  平成23年度 

成果実績
（事業目標達成状況）

成果指標設定
理由等

千円5,983

人 5,569 0.7

千円

人

千円

0.7 人1.1 人

千円

千円

7,800 千円

千円

5,983

11,558

千円千円

人

人 5,479

千円0.7 人 5,479

千円

千円 千円

千円

504 千円

千円

千円

千円

0.7

千円

千円

504 千円

人

千円

千円

千円

千円

378

千円

千円

千円

5,569

13,788

千円

千円

消防水利の年間使用可能率

事
業
成
果

単位

千円

／防火水槽解体事業費

4,8280.6

0.6

事
業
実
績

【活動指標名】

防火水槽解体数

千円

活動実績

一般財源

18,628

基

19,358千円

18,628

総事業費

臨時職員等

4,828

財源

内訳

財源合計

その他特財の内容
その他特財

千円

委託料

工事請負費

国県支出金

地方債

18,628

人

人

13,400

千円

人
件
費

担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金の内容

19,357

千円

特記事項
(事業の沿革等)

コ
ス
ト

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

千円

千円千円

8,896

事業費合計 13,800

13,505
事
業
費

千円400 千円

千円

千円13,772

100

Ｈ21年度 Ｈ20年度

504378

千円

Ｈ21年度

千円

千円

5,983

千円

千円13,394

283

【成果指標名】 Ｈ22年度

100 100

23年度（予算）

22,668 千円

16,468 千円

6,200

千円

8,896

千円

千円

5

22年度（決算） 21年度（決算） 20年度（決算）

消火栓設置数

千円

千円

1.1 人

人

千円

千円

千円

千円

消火栓や防火水槽などの消防水利の整備については、消防法に規定されており、また、震災による大規模災
害発生時や、火災発生時における被害を軽減するためには必要不可欠であり、今後とも計画的に整備する。

2

286

消防水利の有効稼働率 ％

防火水槽解体数 1

基

基

防火水槽設置数

単位 Ｈ22年度

02

0

Ｈ20年度

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

22,668

4

防火水槽設置数

2

効率指標
（事業費/活動指標）

消火栓設置事業費

防火水槽設置事業費

／

／

消火栓設置数

2

千円

868 1,087 0

4,142 5,428 0
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○消防法（抜粋） 

第 20条 消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを勧告する。 

２ 消防に必要な水利施設は、当該市町村がこれを設置し、維持し及び管理するものと

する。但し、水道については、当該水道の管理者が、これを設置し、維持し及び管理

するものとする。 

 

○消防水利の基準 

消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二十条第一項の規定に基づ

き、消防水利の基準を次のように定める。 

消防水利の基準  

第一条  この基準は、市町村の消防に必要な最少限度の水利について定めるも

のとする。 

第二条  この基準において、消防水利とは、消防法（昭和二十三年法律第百八

十六号）第二十条第二項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第二十

一条第一項の規定により消防水利として指定されたものをいう。 

２ 前項の消防水利を例示すれば、次のとおりである。 

一  消火栓〔せん〕 

二  私設消火栓〔せん〕 

三  防火水そう 

四  プール 

五  河川、溝等  

六  濠、池等  

七  海、湖  

八  井戸 

九  下水道 

第三条  消防水利は、常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能水量

が毎分一立方メートル以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を有するも

のでなければならない。 

２ 消火栓〔せん〕は、呼称六十五の口径を有するもので、直径百五十ミリメートル

以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が百八十

123



メートル以下となるように配管されている場合は、七十五ミリメートル以上とする

ことができる。 

３ 私設消火栓〔せん〕の水源は、五個の私設消火栓〔せん〕を同時に開弁したと

き、第一項に規定する給水能力を有するものでなければならない。 

第四条  消防水利は、市街地（消防力の整備指針（平成十二年消防庁告示第

一号）第二条第一号に規定する市街地をいう。以下本条において同じ。）又は

準市街地（消防力の整備指針第二条第二号に規定する準市街地をいう。以下

本条において同じ。）の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、別表に

掲げる数値以下となるように設けなければならない。 

２ 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該

地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、百四十メートル以下と

なるように設けなければならない。 

３ 前二項に定める配置は、消火栓〔せん〕のみに偏することのないように考慮し

なければならない。 

一・二項…一部改正〔平成一二年一月消告二号〕、二項…一部改正〔平成一七年六月消告一〇号〕  

第五条  消防水利が、指定水量（第三条第一項に定める数量をいう。）の十倍以

上の能力があり、かつ、取水のため同時に五台以上の消防ポンプ自動車が部

署できるときは、当該水利の取水点から百四十メートル以内の部分には、その

他の水利を設けないことができる。 

第六条  消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。 

一  地盤面からの落差が四・五メートル以下であること。 

二  取水部分の水深が〇・五メートル以上であること。 

三  消防ポンプ自動車が容易に部署できること。 

四  吸管投入孔のある場合は、その一辺が〇・六メートル以上又は直径が〇・六

メートル以上であること。 

第七条  消防水利は、常時使用しうるように管理されていなければならない。 

附  則  〔平成一二年一月二〇日消防庁告示第二号〕 

この告示は、公布の日から施行する。 

附  則   〔平成十七年六月十三日消防庁告示第十号〕 

この告示は、公布の日から施行する。       
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別表（第四条関係） 

平均風速 

＼ 

用途地域 

年間平均風速が四メート

ル毎秒未満のもの 

年間平均風速が四メート

ル毎秒以上のもの 

近隣商業地域 

商業地域 

工業地域 

工業専用地域 

（メートル） 

一〇〇 八〇 

その他の用途 

地域及び用途地域の定

められていない地域  

（メートル） 

一二〇 一〇〇 

備考 

用途地域区分は、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項

第一号に規定するところによる。 
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消防水利の現況 

 

種      別 かすみがうら市 

消

火

栓 

公    設   1,024 

私    設 7 

小    計 
1,031 

防 

 

火 

 

水 

 

槽 

公 

 

設 

100 ㎥以上 3 

40～100 ㎥未満 387 

20～40 ㎥未満 
60 

井戸 20～40 ㎥未満  

私 

 

設 

100 ㎥以上 
10 

40～100 ㎥未満 
106 

20～40 ㎥未満 20 

井戸 20～40 ㎥未満 
 

耐震性飲料水用 60～100 ㎥ 
3 

計 589 

そ

の

他 

河 川・ 溝 等 14 

プ   ー   ル 
18 

濠  ・  池   等 
15 

計 
47 

合      計 1,667 
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